


目的

次に総則の中の目的、第1条ですが、まず

「男女の人権が尊重」されると。これは先ほ

どからいっていますように、女性だけよけれ

ばいい、男性だけよければいいというもので

はない。両方がよくないといけない。痛みは

両方で分かち合わないといけない。

そしてもう一つは「社会経済情勢の変化」

です。

これだけ変わってきているよと°それに対

応して、なおかつそこに生きている人間達が

#､碗､「豊かで活力ある｣生活ができないといけな
い。これは両方でやらなければできないよ、

ということなのです。

だから今からは、女性もただ格好だけつけ

ていればいいというのではないのです。中身

を、実力をつけなければいけない。子ども

達･孫達に「今からの２１世紀に羽ばたくあな

た達は、国際社会できちんとできるようなそ

ういう実力をつけなければいけない」といっ

てほしい。

「女だから学校へ行かなくてもいい」とか

「男だから行きなさい」とか、決していわな

《駕繍､麗凱欝字できることを精一
自分でしっかり考える。だから学校教育が

大事ですし、家庭教育も大事です。「あなた

はどうやって生きていくつもり？」というこ

とを子どもに問わなければ、本当に日本の行

く末は危ないと思いますよ。いろんな国に行

ってみると、子どもたちはけつこうしっかり

していますよ。女の子にしても、たくましい

ですよ。
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定義

次の第2条に定義が書いてあります。男女

共同参画社会とはいったい何かと。「男女が、

社会の対等な構成員として、自らの意思によ

って社会のあらゆる分野における活動に参画

する機会が確保される」と。結果の平等まで

はいっていません。結果は自分達が作り上げ

ていくものです。そして、「男女が均等に政

治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受

することができ、かつ、共に責任を担う」と。

これが男女共同参画の定義です。そのために

は、今そうなっていないから積極的改善措置

を取りなさいということです。

ここのように、男性室はないけれども、女

性室ができるというのを積極的改善措置の一

つとして、私は非常に評価をしているわけで

す。もしかしたら今まだ全部の人に女性室の

意義が理解をされていないかもわかりません

が、私達の北九州市に婦人対策室ができて私

が初代の室長になった時も、みんなが変な課

ができたと思って「そんな課がいるのか」と

いわれた時がありました。「三隅さん、何も

しなくてもいいから、そこに座ってニコニコ

と笑っていなさい｣と本音をいってくれた素

直な男性もいました。でも今やそんなことを

いう人は誰もいません。

私達のところでは課から部になって大きく

なって、最初には職員が4人しかいなくて北

九州市では一番小さな課でしたが、今はセン

ターやアジア女性フォーラムも含めてなんと

52人います。勤労婦人センターが設立され、

アジア女性フォーラムができ女性センターが

でき、というように組織的に大きくなってい

くから、本庁には今７人しかいませんけれど

も、全部合わせれば５２人という大人数にな

－１７－



あいあう（第８号）

りました。

国際的にも国連でもこの「男女平等･開発・

平和」の達成を２１世紀に継承していこうと

いうことですし、国も来年から課を局にして

いこうと決めましたし、今年中にはこの法律

にもとづいた基本計画が出ます。

各都道府県はそれにもとづいて基本計画を

作らないといけないと、この法律に書いてあ

ります。そういう時代ですから、もう元に戻

るということにはならないのですが、そうな

ったらなったで、今度は本音を出して本気に

なってバックラッシュ、それに反対する人も

出てきます｡しかし推進する人も出てきます。

ここ一時、いろんな面で論議が行われ深ま

っていって、方向が決まっていくだろうと思

います。民主主義というのはそういうものだ

と思います。誰かが「やれ」といえば、「は

い」というものでもない。なぜ必要なのか？

本当に必要なのか？どういうふうにしていけ

ばいいのか？そういうことをみんなが論議

しながら方向を決めていくことだと思います。

第３条・４条･５条･６条･７条までは理念が

書いてあります。第３条は「男女の人権の尊

重｣、第４条は「社会における制度又は慣習

についての配慮｣、第５条は「政策等の立案

及び決定への共同参画｣、第６条は「家庭生

活における活動と他の活動の両立」です。

先ほどからの話の中でいいましたことが全

部まとめてここに書いてあります。これを参

考にして、男女共同参画基本法が今できたの

だということを考えていただきたいと思います。

女性2000年会議

世界的には国によって取り組みの状況は違

うけれども、日本は結構遅い方だと。成果が

なかなか出ないということを申し上げたつも

りです。

今年の６月にニューヨークで「女性2000

年会議」がありました。この女性会議は５年

ごとに開催されていて、この前は1995年に

北京で第４回世界女性会議が開かれ、政府間

会議に13,000人、ＮＧ○会議に37,000人、合

計50,000人の方々が集まったわけです。

その時に「北京行動綱領」が採択されましへ

た。この行動綱領には１２の重大問題領域と

いうものを含んでいまして、「健康」『意志決

定」「経済」「貧困」などですが、それがどこ

までどのように達成できたか。達成できない

障害はいったい何なのか。それから、北京以

降5年間に新しくどんな問題が浮かびあがっ

てきているのか。また、これから先どうする

のか、というようなことを考え、また新しい

ガイドラインを作るのが今度の会議の目的で

した。

会場はニューヨークの国連本部で、６月５

皇蝋麗駕IIj票奨忌競う
なくて、いわゆる政府間会議で国連の特別総

会と位置づけられました。今まで、国連が主

催するというようなＮＧ○フォーラムはなか

ったのです。それでこれを女性2000年会議

といって､世界女性会議とはいわないのです。

ですけれどもＮＧ○は、国連が用意してくれ

ないのならば自分達でやりましょうといっ

て、約10,000人ぐらいニューヨークに集ま

りました｡日本からもかなりの人が参加して、

80団体約1,000人ぐらいといわれています。
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私達は北海道から沖縄までをネットワーク

して260人で「2000年プロジェクト準備委

員会」を立ち上げて、ニューヨーク市立大学

とそれから全米女性学協議会との三者が共催

でニューヨーク市立大学の大学院のキャンバ

スで４日間、毎日午前中からシンポジュウム

で分科会と全体会を開きました。主テーマは

「グローバリゼーション」です。午後や夜は

ワークショップをしました。あとは自由に、

シェルターに行くとか､学校を訪問するとか、

もしくは女性団体に行くとか、それから観光

f賑､に行った人もあるかもしれませんが､いろい
ろ好きにやっていいということで行ってきま

した。

国連の中では何をしたかというと、政府間

会議はこの行動綱領５年後の実施状況を検討

して、今からの成果文書を作ると。採択する

のはポリティカル･デクラレィション（政治

宣言）と、今後のことに関するアウト・カム．

ドキュメント（成果文書）です。各国が今か

らどういうような行動をとっていくのかとい

うことを政府の責任において宣言するのが政

治宣言です。それで、このようにやっていく

碑喜態噸享書で…両方とも力､
成果文書については一日伸びて、協議が紛

糾しました。ＥＵとかジャスカンスといって

ＥＵ以外の日本や先進国のグループと、それ

からＧ７７といって開発途上国、それからバチ

カンとイスラム諸国。これらの間では価値観

がかなり違うのです。ファミリーとか’性的志

向とかで問題になったのです。それで紛糾し

ました。９日の予定が１０日にずれ込んで、

徹夜で審議がなされて１０日の朝５時半頃に

合意されて、午後3時からの委員会で採択さ
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れ、夜８時からの国連の特別総会の中で採択

されて、ようやく結論が出たということがあ

りました。（この文書は総理府のホームペー

ジにあります｡）

総会では、各国が自分の国がこの５年間で

行ったことについてステートメントをいうの

です。日本の国は男女共同参画審議会の会長

の岩男簿美子さんがスピーチをしました。だ

いたい閣僚がいうのです。この前の北京会議

の時には日本は、内閣官房長官が女性問題担

当大臣を兼任していますから、野坂浩賢内閣

官房長官でした。しかも、あの時は日本は

７．８番目のわりと早い発表で、それまで全

部女性の閣僚や代表なのに、日本は男性が出

てきたのでみんな驚いていました。私はその

時傍聴していたのですが、「なぜ日本は男性

なの」と聞くので、「男女共同参画だから男

性がそこを理解してくれないと進まない、だ

から日本は男性の大臣がするのだ」とちょっ

と格好いいと思いながらもそういいました。

不思議なことに、よその国へ行くと自分の国

をかばってしまうのですね。「日本には女性

の大臣は何人もいるけれども、男女共同参画

の大臣は男性が」とはいえないところがミソ

なのです。

今年は女性が発表したのですが、今度は

｢なぜ閣僚じゃないの」といわれたわけです。

実はこの日は衆議院選挙だったのです。だか

ら行けなかった。女性の国会議員も５人しか

参加ができていなかった。公明党.民主党は

女‘性の議員も選挙で忙しくて参加しない。共

産党と自民党と社民党と無所属の会からと、

少なかったです。日本の代表団は３９名でし

た。

総会と並行して、アドホック全体会といつ
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て、成果文書を協議するところがあります。

そこには作業部会１と作業部会２に分かれて

いて、作業部会１というのは今までの成果と

か評価とか障害とか、新たな問題というとこ

ろを担当する。作業部会２というところは、

今後どう取り組.んでいくかということを担当

する。対立のあるところは、平行線で会議が

進まないから、それをコンタクト･グループ

というところへ持っていく。このコンタク

ト･グループは非公開で、傍聴者は誰も入れ

ないところでやって、だいたい合意ができた

ら、それをまた‘作業部会へ戻すというやり方

で進められていました。

成果文書に盛り込まれた課題

では、どういうところが一番問題になった

のか、あるいは成果文書に入ったのかという

ことですが、まず｢家族の多様化｣です。家族

ということについては、国によって人によっ

てその取り方が違うのです。なぜ違うかとい

うと、ＥＵとかアメリカ・日本･ニュージーラ

ンド.オーストラリア.カナダ･ノルウェーと

かのジヤスカンスという先進国9カ国は、伝

統的に法的に結婚した夫婦と子どもだけでな

い家族も家族であると文群の中に入れたいわ

けですよ。例えばゲイとかホモも含むと。男

性同士・女性同士で結婚するのも、それも家

族ではないかと。

要するにいっしょに住む家族の形態という

のはいろいろあると。ところがバチカンとか

イスラムの諸国というのは、そういう家族は

認めないというわけです。家族というのは伝

統的に夫婦と子ども、しかも法律婚です。そ

ういうところでなかなか難しかったので、だ

から「多様な家族」という形になったと間い

ています。

次に「固定的性別役割の打破｣、これは今

度はしっかり入っています。男女が家族の責

任を分かち合う。例えば育児や介護などを男

女で分かち合ってやっていくのだということ

は、しっかり入っています。日本もまだ固定

的性別役割分担というのは非常に強いです。

国際文審にはこれが前よりも強間に入ってい

ますから、それをＲ木の中にも取り入れるで

しょうし、この京都でもそうでしょう。

もしかしたらみなさん方の教団の中でそう

いうものを作った時には、それを取り入れてへ

いけるのです。これがないと男女共同参画は

絵に描いた餅です。女性が男性以上に体力や

能力や時間があるわけではありませんから。

女性が家庭のことをやって、仕事も男性と同

じように責任を持ってやれということは無理

です。･仕事の場や社会の中で男性も女性も同

じように責任を持ってしっかりやれというの

なら、家庭の中の家事･育児･介護、これは人

間として当然やるべきことですから、これも

やはり､'1然共Iilで参画をしていくということ

がなければ、社会の中に男女が共同で参画す

るというのは、無理だと思います。そこのと

ころを佃人個人がどういうふうに解決してい、
くのか、ということが非常に大きな問題であ

ろうと思います。

後は個々の佃人が自分達の法律を作る以外

にない。「男女雇用機会均等法」というのは

社会的にできてますけれども、家事･育児･介

護についての法律は自分達で作らないと、と

思っています。

次に「性的志向の多様化」についてですが、

これはなかなか難しい。行動綱領に入ってい

ないから、ぜひ入れたいと。先の家族の多様
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化とも非常に関係があるのですが、いわゆる

性的志向が普通とは違う、例えば男性が男性

を好きになるという。そのことのためにその

人がおかしいといわれたり、人権を犯される

ということがあってはならないということで

す。それは本人の志向なのだから。

「リブロダクティブ･ヘルス／ライツ｣、こ

れは性と生殖に関する自己決定権ということ

です。いつ、どこで、誰との間で子どもを何

人産むかということは、お互いに夫婦で話し

合って決めることで、国が関与するというこ

『;'庫､とではない。だけどそれは最終的な決定は、
産む女性本人がするということです。しかし

ここら辺が、また先進諸国とバチカンとかイ

スラム諸国とは違うのです。子どもを産む最

終決定は女性によるというようなことはない

と。また中絶そのものも否定します、神の意

思に反すると。こういう価値観などで対立が

あって、非常に玉虫色になるのです。

「債務」についてですが、開発途上国は先

進国からお金を借りているわけです。それを

返すために非常にお金がいるので、開発途上

国は福祉とか教育とかを切り捨てないといけ

御懸淵鷲裟)こ:蛾
は有償貸与が多いわけでしょう、それを無償

でという声が上がっている。

それから「ポルノ情報の規制」ですが、ポ

ルノ情報が今非常に氾濫しているので、これ

をぜひ、罰金とかの制裁を含めて、規制する

ような文言を入れるということです。ところ

がこれは表現の自由とバッティングするとい

うわけです。どこまでを規制して、どこまで

を表現の自由とするのかというところで、ま

たもめるわけです。ポルノそのものがない国

あいあう（第８号）

もある。190カ国もあれば、とにかくいろい

ろあって、どこの国でも入っていけるような

ところに歩み寄っていくために、言葉使い一

つにしてもいろいろもめるわけです。

また、一方で今回進展の見られたものとし

て、「教育」があげられます。日本では女性

に対する教育についても９０数％高校を出て

いるということで問題はないですが、ネパー

ルとかバングラデッシュなどの様々な国では

義務教育を受けられない女性はたくさんいる

わけです。

私がネパールに行ったとき、せめて１０歳

まで学校にやりたいというのが母親の願いだ

ということを、痛切な言葉で聞いた覚えがあ

ります。国によって、義務教育が受けられる

ように、例えば何年までには識字率を何％ま

でにするとかというようなことが入って、世

界的にいえばこれは成果なのです。

と:一軍
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また、「暴力｣については非常に成果が上が

りました。ドメスティック・バイオレンス、

いわゆる夫から妻に対する、あるいは恋人か

ら恋人に対する暴力ですね。そういうものに

対して法的整備をしましょうということです。

特に家庭内暴力の中でも夫婦間レイプ。妻

が非常にいやがるのに、夫がむりやりにセッ

クスを強要することです。このことについて

は今までは夫婦の問題であるとして、表舞台

に上がってきませんでした。ところが、夫婦

の問題だけではすまされない。そこには夫婦

の中にお互いの人権、お互いを尊重するとい

うことがないのだと。自分が妻をどのように

してもいいのだという夫の側からの上下関係

です。共同参画でもなんでもない。それが今

回、犯罪だということが明確になりました。

それから、名誉殺人というのをご存知でし

ょうか。日本にはそういうのはありませんけ

れども、インドなどではあるのです。例えば

未婚で子どもを産む、結婚しないのに性的交

渉を持つ、それから、もし結婚していても妻

の側が不倫をする、そういうような時にはこ

の女性を殺すのも許されるのです。この女性

のやったことは家にとって非常に不名誉なこ

とであるとして、家族が不倫をしたお嫁さん

とか妻を殺すということがまだあるのです。

そういうのを名誉殺人というのだそうです。

そういうことをしてはいけないということが

法的に入ったのです。

それからＦＧＭというのをご存知ですか。

女性性器切除ということです。要するに結婚

するまで女性性器を縫合しておくのです。そ

れが処女の証ということになるのです。これ

は女性に対する暴力の最たるものと私達は思

うのですが、そういうことはもうだめだとい

うことが、今度文書に入っています。伝統と

文化とはいっても、これは女性に対する暴力

で、それはやはりおかしいということで入り

ました。

それからあとは、政策決定や研究に政府は

きちんと取り組んでいくし、女性に対する能

力開発をやっていかなければならないという

こと。開発途上国に対する援助をＧＮＰの

0.7％にするようにと。日本は今0.3％ぐらい

だそうですね。なるべくそれに近づけていく

ようにということが入りました。またインタ

ーネットの活用、特にＮＧＯの地位向上のた

めにそれを活用していくようにというような

ことです。

このようにして今回の会議で、北京の行動

綱領をさらに継続し、それ以上に新しく２１

世紀に向けた「成果文書」が採択されました。

ノルウェーの女性省の大臣がいっていたの

ですが、女性のエンパワーメン卜、いわゆる

女‘性が力をつけて男女共同参画社会を実現す

るためには、経済的なエンパワーメントと政

治的なエンパワーメントが必要なのだと。こ

れは日本にもそっくりそのまま当てはまると

思います。

今後もみんなで力を合わせて、「人権と環

境の２１世紀」を私達の手にするよう、一人

ひとりが努力を重ねて行きたいものだと思い

ます。

本日は､最後までありがとうございました。

－２２－

、

、



全倣会(要旨ノ
参加者間での意見交換と

三隅さんのメッセージ

《１日目／７月１３日》

初日の夜の全体会では、三隅さんのお話に

触発されて、寺に身を置く女性、特に住職の

妻すなわち坊守には信教の自由がないのでは

ないかという問題が、まず提起されました。

（｡、

同朋会運動の中で“家の宗教から個の自覚

へ，'というスローガンがあるにもかかわらず、

結婚をすればそれだけで、本人の自覚や意思

とは関係なく、坊守という形で妻が夫の家の

宗教に合わせるということが制度になってい

るのは差別ではないのか、という指摘があり

ました。さらに、そういう意味では、真宗は

いつの間にか共同体や家を支える宗教になっ

ていてず個の自覚ということがなくなってい

るという意見も出されました。

それに対して、住職と住職の妻が同じ宗教

(~でなければ､門徒として話を聞く気がしなく
なる。あるいは、坊守さんに、“好きで寺に

きたのではない”という態度がありありと見

えたり、同朋会や学習会にも顔を出さないと

いうのはよくないと思う等々、門徒の方から

の意見も出されました。

また、職業として寺を考えるならば、必ず

しも住職の妻が坊守であるという必要はない

のではないかという意見が出された。それに

対しては、現在住職一家のほとんどが寺の中

に住んでいるので、２４時間の仕事のパート

あいあう（第８号）

ナーとして伴侶を考え、その住職の責任にお

いて相手を選ぶべきではないかという意見も

出されました。

これらの意見を踏まえて三隅さんは、「結

婚や生活の在り方はケースバイケースで一概

に言えないから、まず二人が充分に納得でき

るまで話し合って自由に自分達の在り方を決

めること。そして、そのことに対して回りが

自分の考え方と違うからといって、とやかく

批難しないことが大事。また坊守であっても

職業選択の自由があるはずだから他の職につ

く場合も含めて、色んな可能性の中で話し合

っていったらいいと思う」と話されました。

それを受けて坊守である参加者から、他に

職を持ちながら坊守であることも可能である

ので、従来の考え方にとらわれることなく、

むしろ私達が仏法を大事にしているという姿

勢を、それぞれの場で生きる姿で表わせばい

いのではないかという意見が出されました。

最後に、最近、教団の審議会や委員会では

構成メンバーがようやく男女半々になったも

のもあるが、しかしそこで出されたもの（答

申等）が宗務行政になかなか反映されてこな

い。“一般行政ではその点はどうでしょうか｡’

という質問に対して、今後の運動の在り方も

含めて､三隅さんは次のように話されました。

｢何もかも取り上げられるわけではありませ

んが、無視することはできません。また、意

志決定機関にある者はなぜそのような取り組

みになったかについて説明する責任

(accountability）があります。

ここ５年間ぐらいの問に、ＮＧＯ（non‐

govemmentalorganization、非政府組織）

が社会的に非常に力をつけてきています。そ

－２３－
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のＮＧＯが、行政に対してきちんと舞台を整

えて、こういうことが聞きたいので担当者は

出てきてくださいと求め、そしてきちんと記

録を取ってもらいながらちゃんと意見を述べ

る。その勇気を今からのＮＧＯは持たないと、

何も変わりません。こういう行動を起こして

いくと、最初はバッシング（bashing、反撃）

を受けるかもわかりません。それはものを

変えていこうという時にはしようがないこと

です。問題は、その任を自分が引き受けられ

るかどうかです。そして一緒に言おうという

仲間を作ることです。仲間でしっかり勉強し

て、そして言い負かされないように、きちん

と筋を通して意見をいうというディベート

(debate，討論）の稽古をやるべきです。

だけども､人の意見を聞くことも大事です。

お互いにお互いの意見を聞きながら、合意点

を求めるということです。これは対立ではな

く、解決です。対立というのは、自分のこと

ばかりを言っていつまでも平行線ということ

ですが、解決というのは、お互いに歩み寄っ

ていくということです。まず第一段階はこう

いうことでやっていこう、その次にはこうし

ようということをお互いに合意する。そうい

うコンセンサス（consensus、合意）を得

るということが、これまで日本人に不足して

いた点だと思います。現状維持は退歩なりと

いう言葉もありますので、どうぞ頑張ってく

ださい｡」

《2日目／７月１４日》

二日目の全体会では、この女性会議での確

認事項を作り上げていくという方向で活発に

意見交換がされました。その内容の一部を項

目別にして以下に紹介します。

ﾉー 競決の場に女性を」

＊宗議会選挙制度を改正して、「選被両権を

有教師」あるいは「選挙権を成人僧侶、被

選挙権を有教師」に。

＊教師資格取得のための通信教育が実現され

なかったのは残念だ。

＊参議会に女性を送り出すためにも、総代・

組門徒会員に女性を選出するようなポジテ

ィブ・アクションを。

/坊守の規程について_／

＊たとえ抜本的改革を行うまでの措置であっ

ても、男性を排除した寺院教会条例第２０

条第２項のような性別を根拠にした条文は

廃止すべき。

＊住職の配偶者という規定をやめるべき。

＊坊守の規定自体をやめるべき。

＊坊守のあり方について全国から提出された

意見書・要望書を尊重して至急条例改正

を。

、

/~女性室の充実を」 ／霊翰!》

＊常駐で専任の（女性）職員の配置を。（女

性に限定するかどうかで論議がありまし

た｡）

＊情報収集や教学の見直しなどを行うための

体制作りを。

＊女性の視点に立ってお聖教の読み直しをす

るプロジェクトチームの立ち上げを。

その他

＊女性の宗門活動に関する委員会答申を尊重

－２４－
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した取り組みを。

＊坊守の規定に関する委員会が非公開だった

ことが残念。今後持たれる予定の指針ｌの

審議会は情報公開に。

＊寺院規則にある「男子たる」という条文の

削除を一斉に行うべき。それを徹底するこ

とによって、男性住職の意識改革につなが

る。

＊国の男女共同参画社会基本法を学ぶことか

ら同朋社会の顕現の視座を学びたい。その

ために宗門も基本法のパンフレットを作る

べき。

あいあう（第８号）

－以上、参加者より出されたさまざまな意

見を受けとめつつ、次回（第５回）も男女共

同参画に向けて歩みを進めるべく女性会議を

開催いたします。

私たち、第４回女性会議参加者は、男女平等を求める動きが国際

的・社会的な大きな潮流であることを学んだ中から、次の事項を共通

認識および要望として確認しました。

(1)国の「男女共同参画社会基本法」を学ぶことから同朋社会の

顕現の視座を学びたい。

(2)条例における性を根拠とした文言は省いてください。

(3)女性室の充実を望みます。

・常駐で専任の職員を配置してください。

．‘情報収集、教学の見直し等を行うための体制を望みます。

(4)総代、組門徒会員に女性を選出するようなポジティブ・アク

ションを起こしてください。

(5)今後の審議会は、情報公開してください。

以上

2000年７月１４日

第４回女性会議参加者一同

－２５－
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第４回/~女性会議_／

り
☆…男性の意見☆…女性の意見

☆男の意識が変わらなければ何も変わらな

い。（男が）女性の声をきちんと受け止め

ていく、そのことが男が変われることにつ

ながると,信じます。男性の参加者が少なす

ぎたことを残念に思いました。

☆初めての参加で、講師の今現在の体験、活

動を通して、国際社会の「男女共同参画を

めざして」のお話や、スライドを通してニ

ューヨークの会議等、わかりやすく、共感

するところもたくさんあるお話で学習させ

ていただきました。私たちの教岡でも、

「男女共同参画」と、社会でいわれる以前

より同朋会運動で、男女を問わず、凡夫の

自覚、等しい命、親鴬聖人の浄土真宗の教

えに学ぶものとして当然のことですが、開

かれた寺として、一門徒として、住職も坊

守も共に問いを持ち続け、あゆみを続けて

いかなければいけないと深く思ったことで

す。家庭生活を何の問いもなく送っている

日常で、恥かしいばかりです。「社会のい

ろいろなこともお念仏でしか解決しない

ね｡」と話している日常も送りながら各自

の胸に問われていることを深く感じさせて

いただきました。

☆．熱い思いを持って活動する女性たちに会

えたことに感動した。

。開かれた宗門、同朋教団といいながら、

寺族という範囲に閉じこもり、門徒とい

う線を画して外に目をむけようとしない

私たちの狭さを実感した。

．｢坊守｣という言葉の歴史的意味を吟味す

る必要がある。また、「坊守」という小

さな問題を問題としている私たちの狭さ

を痛感する。

・今後、自分の家庭と寺（門徒集団）を見

直しつづけたい。

☆今回の講師の三隅先生は、人権という立場

でお話されたけど､その目指す人間関係は、戸、

お互い自立した人と人が、差別したりされ

たりといった上下の関係でない関係をめざ

しているように思えて、それは口頃私たち

が同朋ということばで表している世界と重

なり合うように思えます。でも、お年を召

した人に話をすると、人権といっても、社

会のことや、普遍的なものでなくて、真宗

は本願の世界だとかいわれて、人権と本願

のことがよくわからなかったのですが、国

の基本法を学ぶことや、男女共同参画につ

いて学ぶことは、同朋社会の顕現の手がか

りになること､そういうことかと思いまし"弓）た。

☆初めて参加させていただきました。三隅先

生の講義を大そう心丈夫に聞かせていただ

きました。女性の宗政決定機関への参画に

ついていろいろ思いつくことができまし

た。外圧（例えば、教団外の行政の取り組

み等）によって男女共同参画になるのでは

なく、教団に属する人たちの中から同朋教

団イコール男女共同参画教団であることを

認識して下さる方が増えていくことを念じ

ています。

－２６－



『

停旬
Ｌ

☆日本の意思決定システムの中に女性が入っ

ていないし、ほとんどの行政担当者や政治

家は、本気で共同参画化を進めていく気が

ないと思う。しかし、女性を排除するよう

な集団は衰退する。となると、まず被選挙

権の拡大か？しかし、総代クオーター制の

採用までは困難だろうな。

☆参加者が募集人員に満たないのは、性差別

や女と男のありようが教団のなかで未だ課

題にならないことの反映でしょう。女性室

が出張、もしくは教区に出前、依頼して担

当してもらう形での公開講演会などを企

画、実行することでいくらか浸透させるこ

とができるのではないでしょうか。また、

各教区に女性委員会などの名称でこれらの

問題を検討するセクションを作って、本山

と教区の両方で行っていきたいと思いま

す。とにかく、宗務審議会「女性の宗門活

動に関する委員会」の答申を実行するよう

当局に要望します。女性室は再度答申を具

体化し、実行すべく奮起して下さい。スタ

ッフはもう少しご自分の発言をされてもい

いのでは。何を考えていられるか見えず、

残念です。

☆今回の講義の中で最もインパクトがあった

ことは、男女共同参画基本法が施行された

ことにより、性による差別が憲法に違反す

るということです。新聞紙上などでこの法

律が施行され、身近では、スチュワーデス

が“客室乗務員，，、保母さんが“保育士，，

などと呼称が変わったことぐらいの認識は

あったものの、結局自分の身の上にある現

状と照らし合わせる認識を持っていなかっ

たということを痛感しました。寺での生活

の中で、女性差別を感じたこともあった白

－２７－
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分なのに、それでもその問題意識を持ち続

けることができなかったのは、先生が言っ

ておられた“すりこまれたもの，’の大きさ

を感じずにいられません。ただ単に「おか

しいな…」と思うだけでは、それ以上の変

化が望めないので、愚痴や誹誇に終わらな

いで意見がいっていけるような、その目標

を忘れず、自分自身に問い続けていきたい

と強く思った。根本的な人間観に関わるこ

の件について、一宗教団体より国家憲法の

ほうが先をいくことは容認できて、ご門徒

さんの寺離れを嘆くというのは矛盾してい

ないのだろうか。何のために寺に人が集ま

ることを望んでいるのか、疑問を持った。

、
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１条例改正について

この内容は従来の「寺院教会条例の施行に

関する臨時措置条例」（１９９７年７月１日施行）

の内容をそのまま「寺院教会条例」の本則と

して盛り込まれたものです。

つまり坊守は、従来のとおり「住職の配偶

者を坊守と称する」とされました。但し第

２0条第２項により、男性の坊守は認められな

いこととなります。

(※29頁囲み部参照）

２宗務審議会の「答申」について

昨年６月の宗会に「臨時措置条例」の期限

延長が上程される際、この問題を議論する上

で、指針１｢門徒・同朋に開かれた聞法の道

場としての寺院運営をめざして｣、指針２

｢男女両性で形づくる教団をめざして」が宗

務当局から提起されました。

そして、当面坊守の存続のしかたについて

検討すべく宗務審議会(宗務総長の諮問機関）

｢坊守の規定に関する委員会」が設置されま

した。審議されてきた経緯は既に本誌におい

てもその経過を報告してきたとおりです。

そして宗会に先立って、宗務審議会「坊守

の規定に関する委員会」からの「答申」が今

年４月２７日付にて当局に提出されました。

(『真宗』７月号掲載・本誌くP49～42〉にも

転載）

提出された「答申」には『当面の課題は、

坊守の規定を位置づけるわけだが，要は「寺

院教会条例」全体に関わる問題であり、あく

までも「坊守」を切り口として、「住職・候

補衆徒･衆徒等」についてそのあるべき姿が

問われているのである。焦点は寺院の在り方

の問題であり、聞法道場としての寺院から果

たして坊守の現状はどうであるのか。それは

住職も寺族もしかりである。いわゆる指針ｌ

の「門徒・同朋に開かれた聞法の道場として

の寺院運営をめざして」が今後に向けての課

題である｡』とあり、「寺院教会条例」そのも

のの抜本的見直しの必要性が確認されていま

す。その上で、今後設置される指針1の検討

委員会に次の観点が提起されています。

『住職・教会主管者、副住職、坊守、候補

衆徒、衆徒のそれぞれの職分・任務について

その整合性を図ることにおいて、坊守を住職

の配偶者として、制度的に従属的な立場に置

いてきたことの問題性を確認し，坊守を宗門

の構成員として平等に位置づけることを必要

とする｡現段階では、坊守を従前の呼称とし

て存続させる提案趣旨であるが、その呼称の

意味は、坊守は、男性住職の配偶者の呼称で

はなく、真宗寺院における職分としての坊守

－２８－
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御

という呼称として認識し、坊守の呼称につい

ては、これを削除することなく、性別要件を

撤廃すること｡以上のことについて今後3年

を目途として法制化すべきである｡』

３今後の方向

「答申」の趣旨によれば、今回の決定はあ

くまで過渡的措置であり、門徒・同朋に開か

れた聞法道場としての寺院の在り方を問う中

であるべき坊守像を模索するという課題の継

続を前提としたものといえます。

今後の方向としては、検討機関を早急に設

置し、「寺院教会条例」の抜本的改正を前提

とした、より視点を広げたところからの継続

的審議がなされることとなります。

また、今回の措置においては女性の住職の

配偶者（夫）は坊守としないとの規定もその

まま本則に盛り込まれました。

女性室としては、既に昨年５月に宗会に先

立って宗務総長宛に、所見を「具申」として

あいあう（第８号）

提出しましたが、これまで宗門の法規上、性

を根拠とした制約と解される規則は概ね改正

されてきたように、この坊守に関する規定に

ついても、積極的に女性に限定する根拠は認

められず、早急に改正されるべきであると考

えます。

そして、これまで４回重ねてきた「女性会

議」を尊重しながら「男女両性で形づくる教

団」に向けて着実な歩みを進める中で、ジェ

ンダーの視点を通して教団のあり方について

も問い直し、考えていきます。

ｒ手一一＝一ー一一‐‐‐ー｡ー←‐酋一＝－－●‐‐一－一=ｰ~ご~~＝‐~ー一-一一一一一一一一一-一一一一一一一一=一一一一一一~~~~－－－~=一一一一－一一一一一==幸一一一=~=~．~‐~‐-----画→一再=一一-一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一勺

｢寺院教会条例」一部改正

第三章坊守

(定義）

第20条住職又は教会主管者の配偶者を坊守、前住職又は前教会主管者の配偶

者を前坊守と称する。

２女子である住職の配偶者については、坊守に関する規定は適用しない。

(坊守籍簿）

第21条坊守及び前坊守は、申請により宗務所の坊守籍簿に登録されるものと

する。

２坊守籍簿に登録されない者は、坊守の待遇を受けることができない。

(任務）

第22条坊守は、住職の職務の本義を領解して、住職とともに教法を聞信し、

所属門徒との交流を緊密にして、寺院又は教会の興隆発展に努めなけ

ればならない。

Ｌ一一一=－－－－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一=－－－一一一一一一－－－－-一一－－－－ニーー申一一凸＝＝＝＝一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一－一一一一一一一一一一一一=一一－一一－一．－－－－－－－や．－．一一一一一一一一一一一一一一Ｊ
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2000年６月の宗会における

宗務総長演説（抜粋）

※門徒・同朋に開かれた寺院運営をめざして

さて、昨年の宗会において、「坊守」の規

定をめぐる論議から２つの指針を提起させて

いただいたことであります。

まず一つ目の指針は、古い宗門体質を温存

内包する大谷派寺院のあり方について、「坊

守」さらには「寺族」における問題点も含め

て、その将来展望を構築するという取り組み

として、「門徒・同朋に開かれた聞法の道場

としての寺院運営をめざして」ということで

あります。

この指針につきましては、今議会に提案い

たしております「寺院教会条例の一部を改正

する条例案」が可決され次第、しかるべき機

関において課題の整理等から始めてまいりた

いと考えております。

※男女共同参画をめざして

次に、二つ目の指針は、「男女両性で形づ

くる教団をめざして｣ということであります。

昨年、国では「男女共同参画社会基本法」

が成立し、その精神に基づいて各自治体にお

いても男女共同参画社会をめざす動きが様々

な形で具体化されつつあります。

宗門では、宗務審議会「女性の宗門活動に

関する委員会」の答申の精神を基本として、

女性室を中心に「男女共同参画社会基本法」

の背景にある、フェミニズムの流れ、国連の

取り組みと国際世論の広がりや「女子差別撤

廃条約」の意義を学ぶことから取り組みを進

めてまいりました。

今後の課題として、女性に関する教学・教

化・制度の検証、男女共同参画推進のための

基本法的「条例」の制定、さらにその男女共

同参画を具体化するためのビジョンの策定が

必要であると考えられますので、宗門におけ

る状況を見定めつつ、具体的方途を検討する

ための機関をしかるべき時期に設置し、男女

が共同して取り組む同朋会運動の新たな方向

性を提起してまいりたいと考えております。

｢寺院教会条例の一部を改正する条例案」

提案趣旨

昨年の宗会常会において、「寺院教会条例

の施行に関する臨時措置条例の一部を改正す

る条例」が可決され、「坊守に関する規定」

については、その改正趣旨に基づき、１年以

内に宗務審議会の審議を経て法制化すること

といたしたため、１９９９年８月３０日、『｢寺院

教会条例」における「坊守」に関する規定に

ついて』を諮問事項とし、男女各１０名の委

員による、宗務審議会「坊守の規定に関する

委員会」を設置いたしました。

審議会では、諮問事項を、単に女性の地位

向上や法的な制度の整備だけでなく、女性の

宗門活動における差別の現実と、そのことを

とおして教法を聞思していくことの姿勢が改

めて問われることであると受けとめられ、同

朋の内実を僧俗はいうに及ばず、男女の視点

から捉え直すことを主眼として、鋭意審議検

討され、去る2000年４月２７日、答申書が提

出されました。

審議内容としては、条例附則で従前の規定

のとおりとする法制化と、本則を新たな規定

－３０－
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に改正する法制化を巡り論議が進められ、最

終的には昨年当局が示した指針１．２、すな

わち、

＊門徒・同朋に開かれた聞法の道場として

の寺院運営をめざして

＊男女両性で形づくる教団をめざして

について、全宗門挙げて取り組むことを先決

とされ、坊守の規定改正については、前述２

点の取り組みによる「寺院教会条例」の抜本

的改正にあわせて行うこととし、それまでの

間は、本則に従前のとおり規定する法制化を

可としたことであります。

この法制化に帰着した理由として、坊守の

規定について論議を進めていくと、坊守の課

題と不可分の関係にある寺族制度や世襲制の

問題、そして宗教法人としての公益性・透明

性の問題等、様々な形で関連する課題が数多

くあること、また、これらの課題を未整理の

まま､坊守の規定のみ新たな改正を行う場合、

その規定が宗派に所属する全寺院教会に適用

し、現状に合致しうるかが問題点となること

が挙げられます。

答申書では、『要は「寺院教会条例」全体

に関わる問題であり、あくまでも「坊守」を

切り口として、「住職・候補衆徒・衆徒等」

についてそのあるべき姿が問われているので

ある。焦点は寺院の在り方の問題であり、聞

法道場としての寺院から果たして坊守の現状

はどうであるのか。それは住職も寺族もしか

りである。いわゆる指針１の「門徒・同朋に

開かれた聞法の道場としての寺院運営をめざ

して」が今後にむけての課題である｡』と述

べられています。

教団問題をとおして、先達は「教団問題が

あいあう（第８号）

あることは何の危機でもない。その危機感が

無くなった時が本当の危機だ」と指摘されま

したが、それは教団問題の本質とは何かを常

に問い直すべきとの示唆でありましょう。そ

の意味で申せば、宗門の実際の現場としてあ

る寺院教会の多くが、教団問題と同じ体質を

持ったまま今日に至っているのではないかと

の認識を持つべきではないでしょうか。

以上のことから、内局としましては、「坊

守の規定」に関する法制化については、今後

この答申書を広く公開するとともに、指針１

｢門徒・同朋に開かれた聞法の道場としての

寺院運営をめざして」の課題に宗門挙げて取

り組み、その結論を得て「寺院教会条例」の

抜本的改正を行うまでの間、現行の規定に関

する遵由効力期限を廃止し、現行規定のまま

運用するという、「寺院教会条例の一部を改

正する条例案｣を提案いたす次第であります。

なお、指針１の具体的な取り組みにつきま

しては、この答申に要望されておりますこと

を十分に尊重いたし、全宗門挙げての論議を

展開するため、まず答申の内容にそい、資料

及び課題の整理等、新年度早々、具体的に委

員会又は検討委員会において実動してまいり

たいと考えております。

－３１－
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女性室公開講座女性室公開講座 |報告|報告

世だちと男だちの

寄り告い談議
世だちと男だちの

寄り告い談議
パートパート３

女たちのれ・き。し女たちのれ・き。し

第４回｜

近代の女たち
～女性像の形成とジェンダー～

〈お話》長志珠絵さん（神戸市外大助教授）

2000.3.24

大谷婦人会館

講義より

●近代日本の特質をよく表しているのは、主

に明治期１９世紀半ば～２０世紀で、政府が中

心となってモデルとした人は皇后ではないか

といえる。そのことを通して近代国家が見え

てくるのではないか。

●近代の女性の記録はたくさん残っている

が、政治にかかわる人としては、大正期以降

の市川房枝１人であって、historyは、his

storyではないかと思われる。

●歴史の中でも、どのような女性を見るかが

問題になってくるが、自由民権運動のころの

女性の描かれ方は母親像としての女性であっ

て、身体的にもメンタルな側面にもステレオ

タイプ化し、絶対･視している。生まれた時か

らそうであったと前提をもって議論する形

で､その中から可能性を見出すことは難しい。

●明治期の女性史の特徴は、人物の英雄的行

為中心でその人物を書き、時代背景は表わさ

れていないことである。女性の扱われ方も、

｢～の妻、～の母」が大半で、乃木静子の説

明も、「乃木希典の婦人」として説明されて

いく。

●近代国家形成期の女性,像として、国家に尽

くす、良妻賢母ということがこの時代に多く

使われている。明治の新しい考え方として、

福沢諭吉が「新女大学」にも表わしているよ

うに、人間のさまざまな規範は、これまでの

身分差ではなく、男と女という分けかたで決

定づけられ、女としての規範は近代以降の発

想といっていい。１９世紀は、今では古い伝

統だといわれているものの始まった時期であ

り、男も女も文明化していかなければならな

いという課題とともに、強迫観念があり、一

方では国の共同体の一員だという国民化意識

がうまれた時代でもあった。

●近代国家は家を中心とし､女性は産むこと、

そして母になることを強制され、「もの」と

考えられていた。男は兵士に、女は兵士にな

る息子を育てることをよしとする脅迫に似た

ものを感じるようになっていく。

●一見、近代化は万人に開かれているようだ

が、女性には頭打ちで、保障されない。政府

側から女性像のイメージをつくっていくと

き､天皇家のすがたを国民の規範と作り上げ、

視覚化していく。そして、民衆の手本になる

皇后像が大事になり、夫婦は一対のものとし

て、戦前、学校教育のなかで培われていく。

●女性像の構築としてのモデルの社会化は、

－３２－
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いつも矛盾があり、１９世紀の女性たちも追

いつかず、母であり、良妻賢母イミ義をｎ分の

なかに持てば持つほど自分を責めていく方向

になる。明治、大正、昭和の''1で、３代目の

皇后が近代女性のモデルではないかとされて

いる。

'第5回｜

現代の女たち

～男女共同参画社会を求めて～

一戦後女性のあゆみ－

《お話》加納実紀代さん(近世女性史研究会）

2000.5.17

大谷婦人会館

句
白

アンケートより

◆近代の女性として皇后を例に挙げたのはお

もしろいと思いますが、一般の女性たちのこ

とももう少し知りたいと思いました。

（30代・女性）

◆「女性史」は、やりたいやりたいと思いな

がら後、しにしてきたことのひとつです。は

ぎとってもはぎとっても内面化されたモデル

をもっているなあと思う。（40代・女性）

講義より

『
１戦後民主化政策と女性

＊敗戦の光と影

●1945年８月１５日、Ｆ１本敗戦に伴い光と影

の部分があらわれる。女たちの声として、も

し、戦争に勝っていたらどんなことになった

だろうか。

男はますますいばり､軍国主義ははびこり、

天皇制は|':大な影を広げただろう。ほんとう

に負けて良かったという人が大勢いた。

●負けた国の女は勝った国の男にレイプされ

るということは古今東西のならいであり、日

本軍も他国でそうしてきた。政府は一般の女

たちをレイプから守るため、進駐軍の事務員

として公募し、応募した女性を特殊慰安施設

に入れアメリカ兵のいけにえにした｡しかし、

性病が蔓延したのと、アメリカの女たちの強

行な反対があったため、半年で閉鎖された。

'二１本の女たちは日本軍が他国での慰安婦の存

在を知りながら､声をあげようとしなかった。

ここに大きな違いがある。

●光の部分として1945年市川房枝さんが中

心となって女性の参政権が独得された。それ

から男女共学となり、６．３．３．４制が発足さ
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(20代・女性）

－３４－

ます。（20代・女性）

◆人間をモノ・物化する思想に対･する基本

的な流れを教えていただけたと思う。

（30代・男性）

◆最後の女性兵士の話などから、「女性が男

性並みになる」ことではなく、女と男がとも

に解放されるという視点から新しい社会づく

りを目指すことの大事さを痛感しました。

れた°家制度が解体し民法によって両性の平

等がベアテ・シロタさん（２１歳）の憲法原

案により調われた。性の二重基準（男性には

性的自由を、女性には貞淑であれ）が廃止さ

れた。

２高度成長と主婦の誕生

●1950年６月２５日朝鮮戦争勃発により、特
＠｡●｡●○

需といわれる糸へんと金へん景気により景気

が回復していく。１９６０年東京オリンピック

の年に新幹線が走り、高速道路がついた。

●高度成長期における女性の生活の変化とし

てこどもの数が減った。子どもは生産財から

消費財に変わりたくさんの子どもを持てなく

なった。そして、生産の場から切り離された

主婦が、少ない子どもに手をかけるというこ

とになっていった。そして支払われない家事

労働に固定されてしまう“主婦”の存在が誕

生した。男は外で働き、女は家で家事・育

児・介護をやっていればいいという考え方

は、ここから始まっている。

●今、女性の無権利状態をなんとか平等にし

ようという大きな流れがあって、それを受け

て国連で宣言を発し、１９７５年を国際婦人年

とするということが決まり、ここから男女平

等に向けての世界的な動きになった。そして

男女共同参画社会基本法の成立となった。

◆ヒトとして男女には体のつくりに差があ

ります。これはどうしようもない。ただ、歴

史的に見ると、女性には男'性に比べ権利がな

かったということがよく分かりました。今後

もこのような場があれば参加したいなと思い

戸一
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診塑雪少圃詞璽 女たちと男たちの

寄り合い談議パート４

【主催】真宗大谷派宗務所組織部・女性室TELO75-371-9187

※お気軽にお問い合わせください。

参加費無料。保育室有り

京都会場「
い宝

画腫ち⑳現代
今を生きる私たちの生活の中で、“昔からこうなっている，，“歴史の中で作られてきた

から'，ということによく出会います。今日では、男女平等が調われ、女の時代だとかい

われます。でも、やっぱり男も女も生きにくい。それは何故？

明治以降の流れをとおして、からまった糸をほぐすように、私たちのいまを確かめ直

していきたいと思います。

どなたでもお気軽にご参加ください。お待ちしています。

力､のうみきよ

◆講師：カロ納実紀代さん（女性史研究家）

◆日時：2000年１０月23日（月）「主婦ってなに…」

2000年１１月24日（金）「共同参画をめぐって」

2001年３月29日（木）「社会のしくみと私」

※午後５時～７時

◆会場：大谷婦人会館（東本願寺北隣）※お車でのご来場はご遠慮ください。

仙台会場 ’
i共催】仙台教区教化委員会

ひとひとひと

‘i二jQ男Q人間
"らしさ'′からの解放一

‘‘らしさ'，の内容はさまざまです。“男らしさ'，という言葉は、男性にとって今や重
しか

いものになっているのではないでしょうか？“女らしさ',についても然りです。その他

の“らしさ'’についてもどうでしょうか…。
ひら

自己を見つめなおすことから、他者との新たな関係性を啓いていく、そういう出遇い

を求めて…。

いとうきみお

◆講師：伊藤公雄さん（大阪大学人間科学音I教授）

◆日時：2000年１２月８日（金）午後2時～4時

●会場：東本願寺東北別院

（仙台市宮城野区小田原１－２－１６TEL､022-297-2824）
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"ムーブフェスタ２．．．"ヘ参加して

、

北九州市立女性センター“ムーブ”は、今

年（２０００年）７月１日で開所5周年を迎え

ました。２１世紀にむけて女性のエンパワー

メン卜への動きがさらに高まることを願い、

この７月を「ムーブマンス」として約150の

市民企画事業をはじめ、講演会、シンポジウ

ムなどの主催事業が１カ月間にわたって繰り

広げられました。

私は７月２日(日)のシンポジウム「リプロ

ダクテイブ・ヘルス／ライツと国際協力」に

参加しました。第一部はパネルディスカッシ

ョン「リプロダクテイブ・ヘルス／ライツと

国際協力｣、第二部は分科会（日本の国際協

力と新しい動向）に加わりました。５０名ほ

どの参加があり、（財)家族計画国際協力の石

井澄江さん、西南女学院大学教授の浅生慶子

さん、元青年海外協力隊でラオスに行かれて

いた大庭智恵さんらが、それぞれの現場の状

況をお話いただきました。

リプロダクテイブ・ヘルス／ライツ（性と

生殖に関する健康／権利）と聞きなれない言

葉に戸惑いながら、知らないことのはずかし

さと、その重要性を強く感じてきました。

(女性室草野）

2000年７月１日～31日
北九州市立女性センター

魁

７月１日(土)、ムーブ開所記念式典の後、

上智大学法学部教授の猪口邦子さんが「激動

する世界の中の日本」と題して講演をされまへ

した。

国際政治学者であり、２００１年中央省庁再

編における男女共同参画局設置に貢献された

猪口さんは、国際的な視点から２０世紀を振

りかえり「戦争が女性差別にどんなに大きく

影響をおよぼしてきたことか」また、現代

｢男女共同参画の問題はあらゆる差別の根幹

をなしているのだ」というのです。

そして「今のところ女性は力をつけ、本流

へ、あるいは意志決定の高いところへ参画し

ようという段階にあるが、女性自身が無理な

く、あらゆる分野において力を発揮できるよ〃~）
う歩み出さねばならない。それには、女'性自

身がひるまない、そして、他の女性の足をひ

っぱらないし、ひがまない」と述べられ、さ

らに男女共同参画社会に向けて「社会や庶民

の良識を政治や政策に生かし、ほんとうの意

味での民主主義を実現しなければならない」

と話されました。

(女』性室辻内）

－３６－
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ように開かれているのなら、男性版のような

この文でさえ私には必要であって、かならず

私を元気づける意味合いがあるにちがいない

と考えていました。それで、大変倣慢ではあ

りますが、この文を“聞いた言葉”から‘‘言

った言葉，，として受け止めて、しかもその言

った人を観音様から女性の次元にまで下げて

しまいました。

そうしながら「私」が観音様になりかわっ

て、しかも行者をすくうということは決して

ないとは思ったのですが、この感覚の中に、

女が男より先にすくわれるはずがない、とい

う先入観があったことに気づきました。これ

が逆に男の行者が女人をすくって下さるとい

うことには抵抗はないと思うのですが、女の

行者が男をすくうということにはずいぶんと

抵抗があります。すくえるのかどうかという

問題以前に、すくう.すくわれるの世界を男

女で差をつける女性蔑視観が、私の中に深く

浸透していることを知りました。

また、もう一つ出てきた問題は、これが行

者と玉女の話だということです。お互い道を

歩む者、ということが前提となっています。

男女の恋人、もしくは夫婦ということだけで

ない緊張関係がまずここにはあって、そこか

ら一生へと展開していきます。その一生は能

荘厳と表現されていますが、浄土を意識して

生きるという荘厳に違いありません。実際、

親驚聖人はこの後妻帯されて、妻である恵信

尼公も尼入道として活躍されました。

ここから真宗教団の僧侶の妻帯が始まった

ことにもなるようなのですが、それは妻帯で

もあり、道を行く男と女の始まりでもあった

のかと考えさせられます。ところが現在の坊

守を思うと､そういった理由ではむしろ逆の、

『私と共に暮らしたいということについて、

#，､職､貴方は行者であり続けなければいけません
が、女犯戒という戒律を犯しても道を求め続

けることが出来るでしょうか。また、その道

は、一度選んだかぎりは変えることも戻るこ

とも出来ませんが、一生この道を行くことが

出来るでしょうか。間違いないとおっしゃる

のでしたら、貴方が仏教の慣習を破られるの

と同じように私もまた、世間の慣習にとらわ

れず、新たな生き方を共に求めていきましょ

う。貴方は私を一人の人として認めて下さら

なければなりません。私は貴方の下人にも弟

子にもならず、貴方と同じ仏弟子となるから

《剛調､です｡互いに念仏の生活を確かめあい､僧伽
の世界が開くようにつとめ、楽しく聞き、語

り合う一生をおくることが出来るなら、その

ことによって貴方の決断は証明され、貴方の

死に際してどんな最後が貴方を待っていて

も、私は、念仏の人として貴方を敬い、語り

続けましょう｡』

あいあう（第８号）

－３７－

｢六角堂・夢告」に夢をのせて

『行者宿報設女犯我成玉女身被犯

一生之間能荘厳臨終引導生極楽」

の希望的意訳

はじめて「女犯偶」の文を見たとき、これ

は女である私には当てはまらないと思いまし

た。しかし、親驚聖人にとって大変重要な言

葉であり、浄土真宗が男性にも女性にも同じ



あいあう（第８号）

妻であるから坊守と呼ばれる、ということに

すぎません。なぜこういうことになってしま

ったのか､ここからは緊張感は生まれません。

何百年も続く‘‘真宗は妻帯でもよし，，という

事柄にのみ私たちは便乗して、親驚聖人が夢

に見るほどまで思い抜かれた決意の重さをな

んとはなくやり過ごしてしまっているのかも

しれません。

この緊張感の反面、真宗は念仏一つのたや

すい行だといわれます。何か力んで行者とし

て生きるぞと考えても、その行はというと念

仏一つです。ところがこの行のたやすさが、

今は生活のたやすさにすり変わってしまった

のかもしれないと思います。もしも、ほとん

ど悩んだことのない住職と、さして緊張感の

ない坊守が、寺という囲いの中で生活のたや

すさのみを求めているのだとしたら、これは

もう真宗ではないのかもしれません。

私自身、真宗は在家仏教であるということ

を自分なりに解釈して、それはつまりたやす

い事だと考えていましたが、親鴬聖人にかえ

れといわれる場合に、もう一度思い直さなけ

ればならないことが、ここにもあるように思

います。

“夢告”の文を見ながらいろいろな先生方

の話を思い出し、一宇一句ずつなげて自分勝

手な組み立てをしていたら、どんどん厳しい

方向へいってしまって、こんなはずではなか

ったと思っています。かえって元気が遠のく

ようなきびしさの中で、しかし、もし仮にこ

んなセリフを女性が言うことが出来ればと、

想像するだけで、楽しくなってくるのです。

そしてふと思います。仮の言葉だとしても、

ほんの一部だとしても、言える覚悟が私に、

言える女性・男性の関係が教団にあるのだろ

うかと。そうしてはげましあえる世界は開け

ているだろうかと。

時代の流れの中の“男女共に”という言葉

は、言葉があるから実践されているとはかぎ

りません。が､親鴬聖人はすでにこの時代に、

本当の意味での女性参画真宗を願われていた

のではないのかと、思われてなりません。

(三条教区・渡辺智子）

読者の方から※このコーナーは『あいあう』読者のう

寄せられた投稿を掲載しております。

※｢女犯偶｣(にょぼんげ)について

親駕聖人は、１２０１(建仁元)年、２９

才のとき、比叡山での深い苦悩をかか

えて、聖徳太子の建立と伝えられる六

角堂に百日の参龍をつづけられまし

た。参寵して９５日目の暁に、夢のな

かに聖人は、

「行者宿報にてたとい女犯すとも、

我玉女の身となりて犯せられん。

一生の間荘厳して

臨終に引導して極楽に生ぜしむ」

という救世菩薩の声を聞かれたと『本

願寺聖人伝絵』に伝えられています。

その夢告の文を通称｢女犯偶｣と呼ん

でいます。

（女性室）

－３８－

'篤爾'リ

'墨聴;》
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道義的責任ということ

この頃、道義的責任ということがしき

りに思われる。法的な観点からは、問題

はない。だが、人としてそれでいいのだ

ろうか、と疑念を抱かされることがしば

しば起こるからだ。政治の世界然り、経

済界の動き、官僚の動向、また然り°そ

してわが身辺も、遺憾ながら例外ではな

い。

一つ、最近身近なところで起きた事例

を挙げよう。ＡがＢとある約束を交わし

た。それも単なる口約束ではない。かな

り公的な性格をもつ約束で、それなりの

書類も行き来している。Ｂは関係者にそ

のことを周知し、検討のうえ彼らの合意

を得る。そこでＢはＡに約束の履行を求

める。Ａは、気が変わったから、あるい

はそうしたくない点に気がついたから、

との理由で、逆に約束はなかったことに

して欲しいと、白紙に戻すことを求めた。

このような場合、Ｂの立場はどうなる

か。Ｂの意向を汲み、応諾した関係者の

気持ちはどう処理され得るか。また、こ

の件に関して何人もの人々の間で費消さ

れた時間やエネルギーは、いかに補償さ

あいあう（第８号）

れ得るだろうか。法的責任は問われない

としても、自己の一連の行為がＢおよび

周囲の関係者に及ぼした右のような諸々

の影響に対して、同じ人間としてどう考

えるのか。このことがＡに問われる道義

的責任というものであろう。言い換えれ

ば、それは、自分の言動が他者との間に

引き起こす関係性に対する想像力の問題

といってもいいだろう。

「想像力」という言葉で直ちに思い出

されるのは、４０年も以前に発刊された

C､Ｗ､ミルズの「社会学的想像力」の要請

ということである。それは「自分の、そ

して人々の日常の暮らしが、常に社会全

体の、また歴史の動きの一部であること

を自覚する能力」の謂であった。我々は

普段何気なく暮らしているけれど、この

日常生活が、実は世界社会の仕組みや動

きと直結していることを理解し、感じと

る力を養いなさい、とミルズはいうので

ある。我々は、これほどの気宇壮大さを

もてるか否かはともかくとして、普通の

社会生活を営む大人として、少なくとも

自己と周囲の人々との関係において道義

を地に落とさぬ程度には、可能な限り想

像力を働かせ続けたいものである。

大谷大学教授松村尚子

－３９－
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塵面匂』諏阿
｡｡｡｡。｡｡｡｡、｡｡⑨｡、ｐ｡｡｡｡｡。｡｡｡｡｡｡｡。｡０｡｡｡｡｡｡◎ゆ｡｡｡｡｡｡｡○わ｡⑤｡｡｡⑪⑤｡⑥｡｡⑤｡。｡｡｡｡ぉ⑥⑤⑱

j〉『女たちのく銃後＞』（増補新版）加納実紀代著インパクト出版会税込2,575円

アジア太平洋戦争において、日本の女たちは、節約に努め、兵士たちの戦意を昂揚させ、

自らも勤労動員に加わることで侵略に荷担してきた。そうした「銃後の女」は、「良妻賢母」

たらんとした人ばかりではなかった。女性運動家たちのエネルギーもまた、戦時下での

｢社会参加」へと向かっていったのである。私たちがこれから新たな社会を創ってゆこうと

する時、欠かしてはならない歴史検証の眼がここにはある。

※著者には、女性室公開講座パート３及びパート４において、主に女性近代史について、

お話をお聞きしております。

馨蓉葬燕燕灘燕韓＃燕葬無灘群葬＃灘群舞＃＃弊灘葬蓉葬＃＃燕拳＃＃＃＃零

）『世界中のひまわり姫へ未来をひらく「女性差別撤廃条約｣』

絵：永田前文：小笠原みどり

ポプラ社1,400円十税

「女性差別撤廃条約｣の難しい条文を楽しく読めて、

かつ中味を正確に伝えられるようにと、1998年、北

九州市立女性センターが名訳コンクールを企画しまし

た。その優秀賞に選ばれた小笠原みどりさんの文が、

絵本作家永田前さんの素敵な絵と一つになって生まれ

たものがこの絵本です。

学校や家庭での生活、将来の夢など、ひまわり姫と

いう一人の子どもの日常を通して、ジェンダーフリー

とはどういうことかが具体的に柵かれています。

小笠原さんはあとがきで、「『ひまわり姫』はだれで

もがなれるお姫様です。シンデレラや白雪姫を夢見て

｡未来をひらく｢女性差別撤廃乗約｣。

Ｍ１"ｈ

魂・鏡ノⅡ司屑f課Ｗ」

挫折した私やあなたでも大丈夫。男の子だって○Ｋ｡」と述べられています。さまざまな性

差別の現状にぶつかりつつも、性別役割分業にとらわれることなく、未来への希望を持っ

てのびのびと生きるひまわり姫。おとなも子どもも一緒に、ひまわり姫を目指して、育っ

ていきたいものです。

－４０－

声訓
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女性室活動日誌

|女1性室会議。公開講座等Ｉ

６月１５日

７月１３１ｺ

８月２日

８月３１日

９月１４１．１

１０月６日

１０月２３日

第66回女性室会議

第４回女性会議(～１４１．１）

第67回女性室会瀧

『女性問題学習資料集２』発行

第68回女性室会議

第69Ｍ女性室会議

第70回女性室会議

2000年度第１回女性室公開講座

(スタッフ派遣）

７月１日北九州.｢|了立女性センター“ムーブ”

開所5周年記念ムーブフエスタ2000参加

（～３Ｈ）

９月５１ｌ岡崎教区第１９組

正党寺婦人会１１１研修［京部］

９月５日宗議会宗政洲査会

「宗門における男女共同参III1iに

関する呼門委員会」

１０月６日男女共同参両社会づくりに向けての

全国会議参加［東京］

【P，

＊編集後記＊

男女共同（平等）参画の精神は何なのでしょう

か？私たちは対等にであう事を本当に求めているの

でしょうか？どのように生きたいと願っているので

しょうか？“あいあう”ということの原点をもう一

度たずねたいと思う昨今です。（Ｓ）

－４１－
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｢女性問題学習資料集2』
を発行しました1１

第１編「古代の女たち」

－古代の結婚と女性一

京楽真帆子氏（茨城大学助教授）

第２編「中世の女たち」
一家とジェンダーー

脇田晴子氏（滋賀県立大学教授）

多溌厩猛
宅震．､諺'ザ,身

浜ｔ園『茂f観倉拘”西氏昇肌同正当魂一
も■●9●CQ■●e■、

０K．運イ*煙｡古#呂凸』一軍ｹﾘﾕｼ7--
■■■●●ＣＱ■曲■塾もF１

dA1LTIEF 麹

A4版48頁

唖

女性室では、両'性の問題を男女が共に学

び、課題を深め合う契機になればとの願い

をもって１９９７年度から公開講座「女たち

と男たちの寄り合い談議」を開催して、多

くの方にご参加をいただいております。

１９９９年度は、「女たちのれ・き・し」を

テーマに、古代から近代にわたって４人の

先生にお話いただきました。

前回の『女性問題学習資料集ｌ』に引き

続き、１９９９年度の公開講座の講義のなか

から、お二人の先生の講義録を一冊にまと

めました。

多くの皆さまに女‘性問題を学ぶ一助とし

てご活用いただければと願っています。ご

希望の方は、女性室までご連絡ください。
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画
推
進
条

例
」
に
関
す
る
検
討
委
員
会
〉
の
設
置
に
向
け
て

現
代
に
お
け
る
伝
統
的
な
既
成
宗
教
へ
の
社
会
的
な
不
信
感
と
、
寺
の
崩
壊
と
が
現
れ

て
久
し
い
危
機
的
状
況
に
あ
っ
て
、
な
お
か
つ
聞
法
の
道
場
と
し
て
の
寺
を
、
人
間
に
出
遇

え
る
場
と
し
て
、
ど
う
開
い
て
い
く
の
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
社
会
的
に
は
、
宗

教
法
人
の
公
益
性
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
そ
の
運
営
主
体
と
し
て
の
役
職
者
、
そ
の
任

務
、
資
格
、
選
定
が
、
さ
ら
に
は
寺
院
構
成
者
の
位
置
づ
け
と
任
務
の
共
同
化
が
明
瞭
に

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

一
方
、
「
新
宗
憲
」
制
定
以
来
、
そ
の
基
本
理
念
に
沿
っ
た
教
学
・
教
化
・
儀
式
・
制
度
．

機
構
の
改
革
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
今
日
で
は
男
女
が
平
等
に
寺
院
運
営
に
携

わ
り
、
男
女
両
性
で
形
成
す
る
同
朋
教
団
を
志
向
す
る
こ
と
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
き

た
。
し
か
し
、
各
寺
院
に
お
い
て
は
一
人
の
住
職
に
全
て
の
権
限
が
集
中
し
た
ま
ま
の
運
営

が
、
当
然
の
如
く
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
際
、
仏
法
と
い
う
公
の
場
と
し
て
の
寺
院
の
構

成
員
と
は
誰
で
あ
り
、
い
か
に
役
務
を
分
権
化
す
る
の
か
、
と
い
う
視
点
か
ら
の
見
直
し

が
必
要
で
あ
る
。

す
で
に
公
約
さ
れ
て
い
る
両
検
討
委
員
会
は
、
策
定
さ
れ
た
二
点
の
指
針
に
基
づ
い
て
、

明
年
度
早
急
に
設
腫
さ
れ
、
鋭
意
論
議
・
検
討
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
を
強
く
要
望
す
る
も

の
で
あ
る
。

な
お
、
二
つ
の
検
討
委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
委
員
の
構
成
は
、
男
女
同
数
を
原

則
と
し
、
明
年
度
早
々
に
立
ち
上
げ
、
一
定
の
期
限
を
さ
だ
め
実
績
を
種
み
上
げ
て
い
く

こ
と
。
検
討
委
員
会
は
、
中
央
と
各
教
区
に
設
け
、
相
互
に
連
携
し
情
報
を
交
換
し
な
が

ら
、
そ
の
実
を
挙
げ
る
体
制
を
と
る
こ
と
。
教
区
で
の
検
討
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
組
に

ま
で
趣
旨
を
徹
底
し
、
論
議
の
場
を
広
げ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
宗
門
の
世
論
を
喚
起
し
、

全
教
区
に
わ
た
っ
て
必
須
の
課
題
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
を
望
み
た
い
。

二
点
の
指
針
は
、
ま
さ
し
く
二
一
世
紀
の
宗
門
が
現
代
社
会
に
活
路
を
開
く
大
き
な
方

向
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
た
い
。

結
び

蝿Ｉ

《mMmm、

「
住
職
・
教
会
主
管
者
、
副
住
職
、
坊
守
、
候
補
衆
徒
、
衆
徒
の
そ
れ
ぞ
れ
の
職
分
・
任

務
に
つ
い
て
そ
の
整
合
性
を
は
か
る
こ
と
に
お
い
て
、
坊
守
を
住
職
の
配
偶
者
と
し
て
、

制
度
的
に
従
属
的
な
立
場
に
置
い
て
き
た
こ
と
の
問
題
性
を
確
認
し
、
坊
守
を
宗
門
の
構

成
員
と
し
て
平
等
に
位
置
づ
け
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。

現
段
階
で
は
、
坊
守
を
従
前
の
呼
称
と
し
て
存
続
さ
せ
る
提
案
趣
旨
で
あ
る
が
、
そ
の

呼
称
の
意
味
は
、
坊
守
は
、
男
性
住
職
の
配
偶
者
の
呼
称
で
は
な
く
、
真
宗
寺
院
に
お
け
る

職
分
と
し
て
の
坊
守
と
い
う
呼
称
と
し
て
認
識
し
、
坊
守
の
呼
称
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を

一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
が
象
徴
的
に
表
面
化
し
た
の
が
「
坊
守
」
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
寺

院
教
会
条
例
」
そ
の
も
の
の
問
題
性
で
あ
る
。

二
年
間
の
論
議
を
経
て
、
「
坊
守
」
の
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
に
よ
り
、
単
に
「
坊
守
」

の
制
度
上
の
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
寺
院
教
会
が
宗
門
と

し
て
、
あ
る
い
は
社
会
的
存
在
と
し
て
今
後
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
大
き
な
問
題
が
見

え
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
真
宗
同
朋
会
運
動
が
掲
げ
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
「
家
の
宗
教
か
ら
個
の
自
覚
へ
」
と

い
う
、
そ
の
内
実
を
坊
守
の
問
題
か
ら
見
直
し
、
深
め
て
い
く
契
機
と
な
っ
た
。

一
一
点
の
指
針
に
関
わ
る
検
討
委
員
会
を
早
急
に
設
置
し
、
時
代
相
応
の
寺
院
教
会
の
在

り
方
を
問
い
、
宗
門
の
基
本
精
神
、
「
同
朋
公
議
」
に
基
づ
く
両
性
共
同
参
画
の
宗
門
活
動

促
進
を
図
る
方
向
へ
論
議
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。

審
議
会
に
諮
問
さ
れ
た
「
寺
院
教
会
条
例
の
坊
守
に
関
す
る
規
定
」
は
、
そ
の
論
議
を
経

て
、
「
寺
院
教
会
条
例
」
の
抜
本
的
改
正
に
至
る
ま
で
は
、
「
坊
守
」
と
い
う
歴
史
的
呼
称
の

名
に
お
い
て
寺
院
運
営
に
関
わ
り
な
が
ら
、
学
習
や
研
修
を
通
し
て
自
ら
変
わ
る
こ
と
へ

の
意
欲
を
燃
や
し
て
活
動
し
て
い
る
女
性
た
ち
に
理
解
を
得
ら
れ
る
よ
う
な
法
制
化
を
め

ざ
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

当
局
素
案
は
、
法
制
上
論
理
的
で
有
効
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
附
則
で
規
定
す
る
こ
と
を

可
と
す
る
意
見
も
あ
っ
た
が
、
大
方
の
意
向
は
、
本
則
で
規
定
す
べ
き
も
の
と
す
る
。
そ

の
一
案
と
し
て
は
、
新
条
例
制
定
ま
で
の
暫
定
措
腫
と
し
て
、
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
、

第
二
十
二
条
に
「
臨
時
措
置
条
例
」
の
条
文
を
そ
の
ま
ま
記
載
す
る
方
法
も
あ
る
が
、
そ

れ
は
法
的
に
適
用
す
る
に
は
違
い
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
の
論
議
が
何
で
あ
っ
た
の
か
が
問

わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
今
後
設
置
さ
れ
る
指
針
一
の
検
討
委
員
会
に
、
次
の
観
点
を
提
起
し
た
い
。

碑
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後
に
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て
の
課
題
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い
ず
れ
に
せ
よ
、
新
た
な
規
定
を
設
定
す
る
に
は
、
全
国
に
あ
る
当
派
の
寺
院
九
千
ヵ

寺
に
適
用
し
、
現
状
に
合
致
し
う
る
か
が
問
題
点
と
な
る
。

な
お
、
坊
守
の
規
定
に
関
す
る
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
如
く
整
理
さ
れ
る
。

基
本
的
に
性
別
の
問
題
、
年
齢
の
問
題
、
寺
院
居
住
者
に
限
る
か
ど
う
か
の
問
題
、
人

数
の
問
題
、
僧
侶
の
任
務
と
坊
守
の
関
係
の
問
題
、
僧
侶
で
な
い
現
坊
守
の
処
遇
等
。
前

坊
守
・
准
坊
守
の
処
遇
の
問
題
、
副
住
職
と
の
違
い
そ
の
職
務
内
容
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。

ａ
・
寺
院
教
会
の
在
り
方

当
面
の
課
題
は
、
坊
守
の
規
定
を
位
置
づ
け
る
わ
け
だ
が
、
要
は
「
寺
院
教
会
条
例
」

全
体
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
「
坊
守
」
を
切
り
口
と
し
て
、
「
住
職
・
候
補

衆
徒
・
衆
徒
等
」
に
つ
い
て
そ
の
あ
る
べ
き
姿
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
焦
点
は
寺

院
の
在
り
方
の
問
題
で
あ
り
、
聞
法
道
場
と
し
て
の
寺
院
か
ら
果
た
し
て
坊
守
の
現
状
は

ど
う
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
住
職
も
寺
族
も
し
か
り
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
指
針
一
の
「
門

徒
・
同
朋
に
開
か
れ
た
聞
法
の
道
場
と
し
て
の
寺
院
運
営
を
め
ざ
し
て
」
が
今
後
に
向
け

て
の
課
題
で
あ
る
。

坊
守
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
当
局
か
ら
提
案
さ
れ
た
素
案
い
わ
ゆ
る
附
則
で
規
定
す
る

案
と
、
そ
れ
に
対
し
て
、
附
則
案
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
本
則
で
規
定
す
る
案
に
つ
い
て
、

審
議
会
で
は
そ
の
二
案
に
つ
い
て
論
議
を
交
わ
し
、
意
見
は
分
か
れ
た
が
、
め
ざ
す
べ
き

方
向
性
に
つ
い
て
は
、
双
方
の
ス
タ
ン
ス
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

な
お
、
全
国
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
「
要
望
書
」
「
意
見
書
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
内
容
的

に
は
坊
守
を
存
続
さ
せ
る
と
共
に
、
寺
院
教
会
の
役
職
と
し
て
位
置
づ
け
、
宗
政
参
加
へ

の
門
戸
を
開
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
集
約
さ
れ
る
が
、
坊
守
を
「
男
性
住
職
に
対

す
る
女
性
坊
守
」
と
い
う
男
女
格
差
か
ら
の
と
ら
え
方
が
多
く
、
寺
院
教
会
の
管
理
運
営

や
寺
院
に
お
け
る
職
務
内
容
や
任
務
の
在
り
方
と
し
て
の
坊
守
の
位
置
に
つ
い
て
あ
ま
り

問
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

た
だ
、
こ
れ
が
縁
と
な
っ
て
全
国
で
坊
守
の
在
り
方
が
論
議
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
社

会
的
存
在
と
し
て
の
寺
院
教
会
が
将
来
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
、
よ
り
大
き
な
問
題
が

見
え
て
き
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。

号宗

両

ｂ
・
女
性
の
宗
門
活
動
推
進

同
朋
社
会
の
顕
現
を
使
命
と
す
る
宗
門
に
お
い
て
は
、
男
女
両
性
が
い
か
に
宗
門
を
担

っ
て
い
く
の
か
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
日
、
時
代
社
会
の
趨
勢
で
あ
る
「
男
女
共

同
参
画
社
会
の
形
成
」
に
つ
な
が
る
大
き
な
課
題
で
あ
る
。

審
議
会
に
お
い
て
は
、
坊
守
の
宗
政
参
加
に
つ
い
て
も
論
議
さ
れ
た
。
そ
れ
は
現
行
の

選
挙
制
度
、
組
制
の
改
革
を
望
む
声
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
坊
守
に
は
、
有
教

師
で
選
挙
権
を
有
す
る
者
も
あ
れ
ば
、
得
度
受
式
者
、
帰
敬
式
受
式
者
、
そ
の
い
ず
れ
も

受
式
し
て
い
な
い
者
も
い
る
。
そ
れ
ら
全
て
の
坊
守
に
坊
守
な
る
が
ゆ
え
に
選
挙
資
格
を

付
与
せ
よ
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
が
直
ち
に
両
性
の
平
等
化
に
つ
な
が
ら
な
い
ば
か
り
か
、

選
挙
資
格
に
付
随
し
て
坊
守
資
格
が
厳
密
に
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
坊

守
以
外
の
女
性
の
存
在
が
視
野
に
入
ら
な
い
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
の
み
な
ら
ず
、
今
、

男
女
を
問
わ
ず
僧
侶
全
体
に
選
挙
権
を
と
い
う
声
が
挙
が
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
、
両
性
が

立
場
を
平
等
に
し
て
宗
政
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
制
度
を
整
え
る
と
い
う
こ
と
の
問
題
で

あ
っ
て
、
坊
守
の
規
定
と
女
性
の
宗
政
参
加
は
区
分
し
て
考
え
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
現
段
階
に
お
い
て
、
制
度
上
は
、
宗
政
参
加
に
つ
い
て
も
男
女
同
等
の
道
が
開

か
れ
て
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
宗
門
の
最
高
決
定
機
関
に
女
性
が
い
な
い
の
が
現
実
で

あ
る
。
男
女
共
同
参
画
の
視
点
に
お
い
て
、
今
後
、
選
挙
制
度
の
改
革
に
つ
い
て
も
抜
本

的
な
検
討
、
論
議
が
ま
た
れ
る
。

一
九
九
六
年
の
「
寺
院
教
会
条
例
」
の
一
部
改
正
に
よ
っ
て
、
住
職
に
つ
い
て
は
、
制

度
上
に
お
い
て
性
別
の
枠
は
撤
廃
さ
れ
た
が
、
な
お
坊
守
は
女
性
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
坊
守
問
題
の
不
自
然
さ
が
顕
在
化
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
今
日
、
性
を
問
わ
な

い
こ
と
と
、
性
別
に
よ
る
役
割
分
担
の
固
定
化
の
問
題
へ
の
取
り
組
み
は
、
重
要
な
課
題
で

あ
る
。女
性
住
職
が
実
現
し
た
こ
と
に
よ
り
、
宗
門
体
質
と
し
て
の
性
差
別
を
考
え
る
共
通
基

盤
が
形
成
さ
れ
は
じ
め
、
組
織
部
内
に
女
性
室
が
設
け
ら
れ
、
徐
々
に
で
は
あ
る
が
、
男

性
・
女
性
双
方
の
意
識
改
革
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
今
後
男
性
と
女
性
と
が
対
等
の
立
場
で
、
宗
門
の
あ
ら
ゆ
る
機
関
に
い
か
に
参

画
す
る
か
が
問
わ
れ
て
く
る
。
そ
の
意
識
の
転
換
を
は
か
り
、
同
朋
と
い
う
概
念
に
つ
い

て
の
内
実
を
、
僧
・
俗
は
い
う
に
お
よ
ば
ず
、
改
め
て
男
・
女
の
視
点
か
ら
と
ら
え
直
し

て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

、
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ｅ
・
本
則
案
の
問
題
点

経
過
措
置
の
段
階
で
本
則
に
規
定
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
条
例
の
抜
本
的
改
正
に
向
け

て
そ
の
方
向
性
を
示
す
条
件
を
整
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
段
階
で
「
坊
守
」
の
み
を

具
体
化
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
幾
多
の
問
題
点
に
波
及
す
る
こ
と
を
考
慮
せ
ね
ば
な
ら

な
い
。
例
え
ば
、
第
二
十
条
の
定
義
の
中
で
、
〈
成
年
「
寺
族
」
の
中
か
ら
一
名
を
坊
守
と
し
て

極
く
こ
と
が
で
き
る
〉
と
規
定
す
れ
ば
、
最
初
か
ら
「
寺
族
」
に
と
限
定
し
、
さ
ら
に
一

名
と
人
数
制
限
す
る
こ
と
に
つ
い
て
問
題
を
含
む
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
第
二
十
二
条
の
資
格
要
件
と
し
て
、
〈
坊
守
は
、
得
度
式
を
受
け
〉
と
す
れ
ば
、

得
度
式
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
坊
守
と
な
る
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
な

る
が
、
し
か
し
、
得
度
式
を
受
け
て
い
な
け
れ
ば
坊
守
に
な
れ
な
い
と
な
る
と
、
現
状
に

そ
ぐ
わ
な
く
な
る
。
得
度
式
あ
る
い
は
帰
敬
式
は
、
自
分
に
課
題
を
課
し
て
い
く
も
の
で

あ
り
、
発
菩
提
心
の
志
が
肝
要
で
あ
り
、
文
言
に
盛
り
込
ま
な
く
て
も
よ
い
と
す
る
見
方

が
あ
る
。

ｄ
・
本
則
で
規
定
す
る
提
案
に
つ
い
て

坊
守
会
連
盟
よ
り
二
度
に
わ
た
る
提
案
と
委
員
よ
り
一
件
の
条
例
案
が
提
出
さ
れ
た
。

そ
の
提
案
の
趣
意
は
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

「
当
局
か
ら
の
素
案
は
、
経
過
措
腫
と
は
い
え
、
ま
た
削
除
案
に
対
す
る
誤
解
で
あ
る
と

は
思
う
が
、
坊
守
の
名
称
を
削
除
し
て
空
白
に
す
る
こ
と
は
、
存
在
を
空
白
に
す
る
こ
と

に
な
る
。
坊
守
会
連
盟
は
、
坊
守
を
宗
門
の
一
員
と
し
て
立
場
を
明
確
に
し
て
も
ら
い
た

い
と
要
望
し
て
き
た
。
削
除
は
、
た
と
え
一
時
期
で
あ
っ
て
も
そ
の
要
望
が
無
視
さ
れ
た

と
し
か
解
釈
で
き
な
い
。
あ
く
ま
で
も
坊
守
が
安
心
し
て
意
欲
を
も
っ
て
活
動
で
き
る
位

腫
づ
け
を
望
む
も
の
で
あ
る
」
と
あ
る
。

視
し
て
い
る
か
の
誤
解
と
宗
門
へ
の
不
信
感
を
招
く
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。

ま
た
、
対
社
会
的
に
も
「
坊
守
」
が
無
く
な
る
よ
う
な
誤
解
を
招
く
恐
れ
が
多
分
に
あ

り
、
さ
ら
に
宗
門
内
の
各
教
区
へ
、
各
組
へ
の
一
貫
し
た
充
分
な
説
明
が
求
め
ら
れ
る
が
、

り
、
さ
ら
に
宗
門
内
の
各
教
区
へ
、
各
組
へ
の
一
貫
し
た
充
分
な
説
明
が
求
竺

果
た
し
て
そ
の
説
明
に
よ
っ
て
所
期
の
目
的
が
達
せ
ら
れ
る
か
定
か
で
な
い
。

［
参
考
資
料
］

坊
守
会
連
盟
本
則
案

第
三
章
坊
守

（
定
義
）

第
二
十
条
寺
院
又
は
教
会
は
、
当
該
寺
院
教
会
に
所
属
す
る
成
年
「
寺
族
」
の
中
か

ら
一
名
を
坊
守
と
し
て
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
坊
守
籍
簿
）

第
二
十
一
条
坊
守
は
、
住
職
、
総
代
の
同
意
を
得
て
申
請
し
、
宗
務
所
の
坊
守
籍
簿
に

登
録
さ
れ
る
。

二
坊
守
籍
簿
に
登
録
さ
れ
な
い
者
は
、
坊
守
の
待
遇
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

（
任
務
）

第
二
十
二
条
坊
守
は
、
得
度
式
を
受
け
、
住
職
の
職
務
の
本
義
を
領
解
し
て
、
住
職

と
と
も
に
教
法
を
聞
信
し
、
所
属
門
徒
と
の
交
流
を
緊
密
に
し
て
、
寺
院
又
は
教
会

の
発
展
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2000年(平成12年)７月

に
記
載
し
よ
う
と
も
附
則
で
効
力
を
保
た
せ
よ
う
と
も
、
い
ず
れ
は
寺
院
教
会
条
例
の
抜

本
的
改
正
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ら
ば
、
む
し
ろ
本
則
に
記
戦
し
て
お
く
ほ
う
が

混
乱
や
不
信
を
招
か
な
い
の
み
な
ら
ず
、
議
論
の
固
定
化
に
は
な
ら
ず
、
あ
え
て
条
例
の

「
本
則
」
に
規
定
す
る
こ
と
で
条
例
全
体
の
抜
本
的
改
正
を
喚
起
せ
し
め
る
よ
う
な
方
向

を
示
し
た
い
と
す
る
。

こ
の
場
合
の
「
本
則
」
で
の
規
定
は
、
あ
く
ま
で
も
今
後
「
坊
守
」
の
名
の
も
と
に
主

体
的
に
寺
院
運
営
に
参
画
し
て
い
く
者
の
意
思
決
定
・
選
択
・
資
格
要
件
を
満
た
す
た
め

の
「
課
題
設
定
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
住
職
の
配
偶
者
と
い
う
関
係
の
み
に
よ
っ
て
坊
守
と
呼
称

さ
れ
て
き
た
女
性
が
、
そ
の
規
定
に
自
己
同
一
化
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
坊
守
を
含
む
い

く
つ
か
の
形
で
運
営
に
参
画
す
る
選
択
肢
の
中
か
ら
自
己
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

『mmm1、

附
則
こ
の
条
例
施
行
の
際
、
現
に
坊
守
で
あ
る
者
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
坊
守
と
み
な
す
。

策
定
さ
れ
た
二
点
の
指
針
に
基
づ
く
委
員
会
を
設
置
す
る
方
向
に
あ
る
な
ら
ば
、
本
則

４５
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規
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い
て
の
法
制
化
の
問
題
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実
が
あ
る
。
ま
た
一
方
で
は
後
継
者
等
の
問
題
が
深
刻
化
し
つ
つ
あ
る
。
規
定
改
正
に
は

広
く
ど
の
よ
う
な
問
題
が
派
生
す
る
か
を
慎
重
に
見
極
め
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

ａ
・
当
局
か
ら
示
さ
れ
た
素
案
に
つ
い
て

当
局
か
ら
の
素
案
は
、
二
年
間
の
「
坊
守
」
に
関
し
て
の
全
宗
門
的
論
議
を
踏
ま
え
た

も
の
で
あ
る
。
当
審
議
会
を
経
て
、
明
年
度
に
「
寺
院
教
会
の
在
り
方
に
関
す
る
検
討
委

員
会
」
を
立
ち
上
が
ら
せ
る
こ
と
を
前
提
に
、
策
定
さ
れ
た
二
点
の
指
針
に
基
づ
き
、
「
寺

院
教
会
条
例
」
の
抜
本
的
な
検
討
を
行
い
、
ま
た
、
男
女
共
同
参
画
の
基
本
法
的
条
例
の

制
定
に
つ
い
て
の
結
論
を
得
る
ま
で
の
経
過
措
置
と
し
て
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

［
参
考
資
料
］

寺
院
教
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
（
素
案
）

寺
院
教
会
条
例
（
一
九
九
一
年
条
例
公
示
第
一
四
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
。

第
三
章
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
章
削
除

第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
削
除

第
二
十
三
条
第
一
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
第
一
号
及
び
第
二
号
の
配
偶
者

附
則

一
こ
の
条
例
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

こ
こ
の
条
例
施
行
の
際
、
坊
守
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
従
前
の
規
定
の
と
お
り

と
し
、
そ
の
取
り
扱
い
は
、
達
令
で
定
め
る
。

三
こ
の
条
例
施
行
の
際
、
現
に
坊
守
及
び
前
坊
守
で
あ
る
者
は
、
前
項
に
よ
る
坊
守

及
び
前
坊
守
と
そ
れ
ぞ
れ
み
な
す
。

四
寺
院
教
会
条
例
の
施
行
に
関
す
る
臨
時
措
置
条
例
（
一
九
九
七
年
条
例
公
示
第
七

号
）
は
、
廃
止
す
る
。

2000年(平成12年)７月

「
寺
院
教
会
条
例
」
第
三
章
の
坊
守
の
規
定
に
つ
い
て
、
第
二
十
条
・
第
二
十
一
条
。

第
二
十
二
条
の
条
文
を
削
除
し
、
附
則
に
お
い
て
、
坊
守
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
従

前
の
規
定
の
と
お
り
と
し
、
運
用
面
に
お
い
て
は
、
達
令
で
詳
細
を
明
ら
か
に
し
て
お
く

の
が
素
案
で
あ
る
。

な
お
、
当
局
が
示
し
た
素
案
に
つ
い
て
、
賛
否
両
論
が
桔
抗
し
、
審
議
会
の
論
議
も
多

く
の
時
間
を
こ
れ
に
費
や
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
賛
否
両
論
の
主
な
る
意
見
は
次

の
と
お
り
集
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ｂ
，
素
案
の
有
効
性

本
則
上
で
条
文
削
除
と
い
う
こ
と
は
、
坊
守
の
規
定
に
関
す
る
一
連
の
経
過
状
況
を
理

解
し
な
い
場
合
に
は
、
坊
守
が
消
滅
し
て
し
ま
う
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
か
ね
な
い
が
、
附

則
に
お
い
て
従
前
の
と
お
り
の
効
力
を
保
証
し
て
お
り
、
本
則
を
改
正
し
な
い
か
ぎ
り
、

坊
守
が
な
く
な
る
こ
と
は
な
い
。

坊
守
規
定
の
位
腫
づ
け
も
、
要
は
「
寺
院
教
会
条
例
」
全
体
に
係
わ
る
問
題
で
、
坊
守

を
切
り
口
と
し
て
寺
院
教
会
の
本
来
あ
る
べ
き
姿
を
問
い
直
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

現
行
制
度
の
住
職
の
継
承
、
候
補
衆
徒
、
副
住
職
、
寺
族
な
ど
の
在
り
方
も
、
精
査
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
を
多
々
抱
え
て
い
る
。
い
ま
本
則
に
記
載
す
る
と
、
策
定
さ
れ
た

二
点
の
指
針
の
委
員
会
が
立
ち
上
が
っ
た
と
き
に
論
議
の
足
伽
に
な
る
懸
念
と
、
坊
守
に

つ
い
て
は
す
で
に
論
議
が
終
了
し
て
い
る
と
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
も
危
倶
さ
れ
る
。

従
っ
て
寺
院
教
会
の
将
来
像
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
論
議
を
深
め
る
に
は
、
本
文
削

除
と
い
う
フ
リ
ー
ハ
ン
ド
が
大
切
で
あ
り
、
抜
本
的
改
正
ま
で
の
経
過
措
置
と
し
て
、
附
則

に
お
い
て
「
従
前
の
と
お
り
」
と
位
圃
づ
け
て
お
く
こ
と
に
よ
り
効
力
を
持
つ
。

ｃ
・
素
案
の
問
題
点

当
局
素
案
の
、
「
第
三
章
坊
守
」
を
削
除
し
、
附
則
に
置
く
と
い
う
表
記
は
、
法
的
手
続

き
上
は
問
題
が
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
条
文
を
削
除
し
て
附
則
で
坊
守
を
位
置
づ
け
て

お
く
と
い
う
こ
と
は
、
た
と
え
経
過
措
置
と
し
て
も
、
条
文
の
「
空
白
」
が
も
た
ら
す
影

響
は
殊
の
外
大
き
い
。
過
去
二
年
間
に
わ
た
っ
て
全
国
で
行
わ
れ
た
論
議
を
と
お
し
て
、

数
多
く
の
「
要
望
書
」
「
意
見
書
」
が
寄
せ
ら
れ
、
さ
ら
に
一
カ
年
の
遵
由
期
間
を
延
長
し

て
法
制
化
に
向
け
て
の
審
議
会
を
設
置
し
な
が
ら
、
そ
の
結
果
が
「
本
文
削
除
」
で
は
、

こ
れ
ま
で
論
議
さ
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
果
実
を
無
に
す
る
が
ご
と
き
に
受
け
取
ら
れ
か
ね

な
い
。
ま
た
、
現
に
各
寺
に
あ
っ
て
実
質
担
っ
て
き
た
坊
守
・
女
性
の
存
在
を
著
し
く
軽

両
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参
画
す
る
こ
と
を
要
請
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
坊
守
は
教
団
人
と
し
て

の
自
覚
を
深
め
、
教
化
の
現
場
に
責
任
を
も
っ
て
携
わ
る
た
め
に
、
自
ら
の
意
志
で
僧
侶

と
な
り
教
師
資
格
を
取
得
す
る
た
め
の
学
習
・
研
讃
の
意
欲
を
内
発
さ
せ
て
き
た
。

坊
守
が
、
単
な
る
呼
称
で
は
な
く
、
積
極
的
に
寺
院
運
営
に
お
け
る
役
割
と
任
務
を
分

担
し
て
い
く
役
職
的
位
置
づ
け
に
お
い
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
を
要
望
し
て
い
る
の
は
、
こ

の
よ
う
な
状
況
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
役
職
に
定
義
づ
け
る
と
し
た
な
ら
ば
、
必
ず
「
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
な
っ

て
し
ま
い
、
坊
守
が
役
職
と
な
る
と
欠
員
の
場
合
は
、
住
職
と
同
様
に
代
務
者
を
必
要
と

す
る
こ
と
に
も
な
る
。
現
在
は
、
坊
守
・
候
補
衆
徒
・
副
住
職
は
、
役
職
で
は
な
く
、
呼

称
で
あ
る
。
寺
院
に
お
け
る
役
職
は
、
法
律
上
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
代
表
役

員
・
責
任
役
員
・
総
代
だ
け
で
あ
る
。

ｂ
・
「
寺
族
と
世
襲
制
」
の
問
題

「
寺
族
」
と
は
、
「
寺
院
教
会
条
例
第
二
十
三
条
」
に
規
定
さ
れ
て
い
る
「
住
職
・
坊
守
．

候
補
衆
徒
・
衆
徒
」
等
で
あ
る
。
教
え
の
上
で
は
住
職
も
坊
守
も
門
徒
で
あ
る
が
、
世
襲
制

が
根
拠
と
な
り
、
寺
に
住
む
住
職
の
一
族
で
あ
り
、
血
族
関
係
で
あ
る
。
寺
族
に
よ
っ
て

ま
か
な
わ
れ
て
い
る
寺
と
い
う
家
制
度
が
真
宗
寺
院
の
実
状
で
あ
る
。

世
襲
制
度
の
も
と
で
、
寺
と
い
う
家
制
度
が
継
承
さ
れ
て
い
く
、
そ
の
中
で
住
職
の
支

え
と
な
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
任
務
を
つ
か
さ
ど
る
寺
族
と
し
て
の
一
つ
の
地
位
が
坊
守
で
あ

る
。
女
性
の
視
点
か
ら
、
世
襲
制
や
「
寺
族
」
制
の
批
判
的
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
す
で
に

寺
の
閉
鎖
性
を
思
わ
せ
る
旧
態
依
然
の
「
寺
族
」
と
い
う
用
語
の
問
題
性
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
寺
院
に
住
む
者
の
錯
誤
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
血
族
が
寺
と
教
え
を
守
り
、

継
承
す
る
」
と
し
て
き
た
教
団
の
制
度
と
意
識
が
「
宗
門
人
の
体
質
」
に
ま
で
な
っ
て
き

た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
「
血
族
」
を
つ
な
ぐ
た
め
に
、
ま
た
在
家
仏
教
の
姿
を
と
る
教
え

か
ら
も
女
性
は
必
要
と
さ
れ
、
女
性
も
一
緒
に
な
っ
て
、
「
寺
族
」
の
意
識
を
担
っ
て
き

た
。
真
宗
の
教
え
を
寺
に
住
む
家
族
が
共
に
聞
法
す
る
こ
と
の
大
切
さ
と
、
法
人
化
さ
れ
た

寺
が
「
血
族
」
と
そ
の
配
偶
者
で
私
有
化
さ
れ
る
こ
と
の
問
題
と
は
、
厳
然
と
見
極
め
ら

れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
「
卑
属
系
統
」
や
「
寺
族
」
の
用
語
を
法
制
と
し

て
き
た
こ
と
は
早
急
に
検
討
を
要
す
る
と
思
わ
れ
る
。

2000年(平成12年)７月

ｂ
，
宗
教
法
人
法
上
の
観
点
か
ら

一
九
九
五
年
宗
教
法
人
法
が
改
正
さ
れ
、
対
社
会
的
に
も
宗
教
法
人
の
公
益
性
・
透
明

性
が
望
ま
れ
て
い
る
。
宗
教
法
人
法
で
認
証
さ
れ
活
動
す
る
こ
と
は
、
門
徒
の
総
意
に
よ

る
法
人
運
営
、
財
産
管
理
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
現
行
の
真
宗
大
谷
派
の
寺
院
規
則
（
準

則
）
に
よ
る
と
、
住
職
お
よ
び
そ
の
家
族
で
の
運
営
が
可
能
で
あ
り
、
事
実
責
任
役
員
の

第
一
号
の
多
く
は
寺
族
が
就
任
し
て
お
り
、
公
益
性
が
低
い
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。

近
年
、
法
人
の
基
本
財
産
を
住
職
個
人
の
判
断
で
売
却
す
る
と
か
、
住
職
継
承
に
関
す
る

ト
ラ
ブ
ル
等
が
発
生
し
て
い
る
。
ま
た
、
宗
教
法
人
の
大
小
に
関
係
な
く
第
三
者
が
宗
教
法

人
格
を
買
お
う
と
す
る
事
例
等
が
あ
る
。
そ
う
い
う
問
題
の
中
に
住
職
や
坊
守
が
絡
む
現

紳

ａ
・
寺
院
教
会
条
例
の
問
題
点

坊
守
の
規
定
に
つ
い
て
論
議
を
進
め
て
い
く
と
、
坊
守
の
課
題
の
み
な
ら
ず
住
職
の
継

承
、
候
補
衆
徒
や
、
複
雑
に
規
定
さ
れ
た
寺
族
の
在
り
方
を
は
じ
め
、
代
表
役
員
、
責
任

役
員
、
総
代
に
係
わ
る
管
理
運
営
の
問
題
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
関
連
し
て
く
る
。
そ
れ

は
旧
宗
教
団
体
法
や
旧
民
法
の
家
制
度
を
色
濃
く
残
し
て
い
る
現
行
の
「
寺
院
教
会
条
例
」

が
公
益
性
・
民
主
性
と
い
う
観
点
か
ら
見
た
と
き
に
、
時
代
社
会
か
ら
乗
離
し
た
存
在
に

な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

Ｃ
・
「
坊
守
問
題
を
女
性
の
問
題
と
し
て
倭
少
化
」
す
る
問
題

二
年
間
の
論
議
の
中
で
、
男
性
の
意
見
が
見
え
て
こ
な
い
と
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
さ
し

く
男
性
中
心
の
教
団
が
も
た
ら
し
た
体
質
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
坊
守
問
題
は
、
女
性
が

考
え
た
ら
よ
い
と
い
う
、
女
性
側
に
追
い
や
っ
て
し
ま
う
男
性
側
の
意
識
が
強
く
働
い
て

い
る
。
坊
守
問
題
は
教
団
に
お
け
る
男
性
側
が
作
り
出
し
た
問
題
で
あ
る
と
い
う
観
点
を

男
性
自
身
が
し
っ
か
り
と
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
。

男
性
並
み
に
女
性
が
頑
張
れ
ば
、
そ
の
地
位
を
引
き
上
げ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

坊
守
の
問
題
を
ひ
と
つ
の
切
り
口
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
両
性
が
対
等
な
関
係
を
も
っ
て
生

き
生
き
と
活
動
し
て
い
け
る
よ
う
な
宗
門
を
つ
く
っ
て
い
く
た
め
に
、
男
女
が
共
々
に
変

わ
り
続
け
よ
う
と
す
る
姿
勢
こ
そ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

［
２
］
寺
院
に
お
け
る
管
理
運
営
上
の
問
題
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こ
の
指
針
は
、
共
に
「
古
い
宗
門
体
質
の
克
服
」
を
課
題
と
し
、
真
宗
大
谷
派
の
あ
る

べ
き
寺
院
運
営
と
宗
門
の
男
女
共
同
参
画
の
視
点
に
立
っ
た
も
の
で
あ
り
、
更
な
る
真
宗

同
朋
会
運
動
の
推
進
を
指
向
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
た
び
諮
問
さ
れ
た
坊
守
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
一
一
年
間
の
論

議
を
経
て
、
次
の
ス
テ
ッ
プ
を
踏
む
段
階
に
あ
り
、
経
過
措
置
と
は
い
え
そ
の
も
た
ら
す

意
味
は
大
き
い
。
こ
こ
に
立
っ
て
以
下
の
答
申
を
す
る
も
の
で
あ
る
。

ﾛ唾2000年(平成12年)７月

し
、
助
長
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
多
く
の
男
性
は
そ
の
状
況
を
差
別
と
人
権
の
問
題
と
し
て

意
識
化
す
る
こ
と
な
く
看
過
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
在
り
方
に
対
し
て
、
過
去
十
数
年
に
わ
た
っ
て
女
性
の
側
か
ら
さ
ま
ざ
ま

な
意
見
、
要
望
、
批
判
が
提
起
さ
れ
続
け
て
き
た
が
、
い
ま
だ
に
宗
門
人
全
体
の
課
題
と

し
て
受
け
と
め
ら
れ
る
ま
で
に
は
到
っ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
一
九
七
七
年
、
真
宗
同
朋
会
運
動
十
五
周
年
を
機
に
点
検
と
総
括
が
な
さ
れ
、

そ
の
中
か
ら
漸
く
「
古
い
宗
門
体
質
の
克
服
」
が
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、

一
九
八
一
年
、
「
新
宗
憲
」
が
制
定
さ
れ
、
「
同
朋
公
議
」
を
宗
門
運
営
の
根
幹
と
す
る
こ

と
が
調
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
こ
こ
に
初
め
て
「
女
性
の
住
職
就
任
」
を
阻
ん
で
き
た

宗
門
体
質
と
し
て
の
性
差
別
を
考
え
る
共
通
基
盤
が
形
成
さ
れ
始
め
た
と
い
え
る
。

一
九
九
○
年
以
来
、
そ
の
問
題
は
政
治
課
題
化
さ
れ
、
「
寺
院
教
会
条
例
」
の
改
正
作
業

を
経
て
、
ま
た
、
一
九
九
四
年
に
は
、
〈
宗
務
審
議
会
「
女
性
の
宗
門
活
動
に
関
す
る
委
員

会
」
〉
が
設
圃
さ
れ
、
一
九
九
六
年
に
そ
の
「
答
申
」
が
出
さ
れ
、
公
開
さ
れ
た
。
同
年
、

女
性
の
住
職
就
任
の
制
限
が
大
き
く
見
直
さ
れ
、
そ
の
就
任
が
実
現
さ
れ
る
に
到
っ
た
が
、

そ
こ
に
、
な
お
卑
属
系
統
と
い
う
世
襲
制
の
問
題
と
女
性
住
職
の
配
偶
者
の
処
遇
が
同
時

に
問
題
と
な
っ
た
。

そ
れ
は
坊
守
の
選
定
基
準
（
性
別
・
資
格
要
件
な
ど
）
が
全
く
不
明
確
で
あ
る
と
い
う

こ
と
か
ら
、
従
来
の
ま
ま
存
続
す
る
の
か
、
改
善
し
て
存
続
す
る
の
か
、
廃
止
す
る
の
か
、

そ
れ
と
も
自
然
消
滅
す
る
の
か
、
と
い
う
岐
路
が
現
前
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
当
事
者
で
あ
る
坊
守
を
は
じ
め
と
す
る
宗
門
内
の
女
性
・
男
性

の
意
見
を
聴
取
し
、
こ
の
問
題
へ
の
共
通
認
識
を
持
つ
こ
と
の
必
要
性
に
迫
ら
れ
て
き
た

の
で
あ
る
。

そ
こ
で
当
局
か
ら
は
、
現
時
点
に
お
い
て
は
、
「
坊
守
」
を
無
理
な
形
で
役
職
と
し
て
位

置
づ
け
ず
、
従
前
の
呼
称
と
し
て
存
続
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
坊
守
に
関
す
る
法
制
化
に
つ

い
て
は
、
現
在
の
寺
院
教
会
の
在
り
方
や
宗
門
の
諸
制
度
全
般
に
係
わ
る
た
め
、
「
寺
院
教

会
条
例
」
の
抜
本
的
改
正
に
向
け
て
の
経
過
措
面
と
し
て
位
圃
づ
け
、
改
正
内
容
と
問
題

点
を
整
理
し
、
審
議
会
の
審
議
を
経
て
結
論
を
得
た
い
と
し
て
い
る
。

今
後
、
主
体
的
に
寺
院
運
営
と
宗
政
参
加
に
関
わ
る
方
途
と
し
て
、
次
の
二
点
が
指
針

と
し
て
提
起
さ
れ
た
。

/鏑、

秀書

審
議
内
容

［
１
］
坊
守
に
関
す
る
問
題
点

本
審
議
会
に
付
託
さ
れ
た
諮
問
事
項
は
〈
「
寺
院
教
会
条
例
」
に
お
け
る
「
坊
守
」
に
関
す

る
規
定
に
つ
い
て
〉
で
あ
る
。
こ
れ
は
提
起
さ
れ
た
指
針
一
を
審
議
す
る
こ
と
で
「
坊
守
」

の
位
匝
づ
け
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
際
、
ど
こ
ま
で
も
「
門
徒
・
同
朋
に
開
か
れ
た
寺
院
運
営
」
を
行
う
た
め
に
、
誰

が
、
い
か
な
る
任
務
に
携
わ
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
る
の
か
、
を
論
議
し
て
、

一
定
の
結
論
を
導
く
必
要
が
あ
る
。

ａ
．
「
坊
守
の
呼
称
と
役
職
」
の
問
題

「
坊
守
」
は
そ
の
歴
史
的
な
呼
称
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宗
門
に
お
け
る
女
性
の
全
存
在

的
な
意
味
で
の
位
置
づ
け
と
役
割
と
し
て
規
定
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
ど
こ
ま
で

も
、
男
性
し
か
な
れ
な
い
と
さ
れ
て
き
た
住
職
の
配
偶
者
と
な
っ
た
女
性
が
、
本
人
の
意

志
決
定
と
は
関
係
な
く
、
規
則
上
の
「
坊
守
」
に
自
分
を
同
化
さ
せ
る
も
の
で
し
か
な
か

っ
た
。し
か
も
、
坊
守
は
寺
に
住
み
、
実
質
的
に
は
任
務
の
大
半
を
担
う
者
で
あ
り
な
が
ら
、

真
宗
門
徒
の
証
で
あ
る
帰
敬
式
や
得
度
式
を
受
け
た
者
と
し
て
教
化
活
動
と
寺
院
運
営
に

一
・
門
徒
・
同
朋
に
開
か
れ
た
聞
法
の
道
場
と
し
て
の
寺
院
運
営
を
め
ざ
し
て

一
一
．
男
女
両
性
で
形
づ
く
る
教
団
を
め
ざ
し
て

、
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園
閥
圏
闘
国

「
坊
守
の
規
定
に
関
す
る
委
員
会
」

答
申

（
二
○
○
○
年
四
月
一
一
十
七
日
提
出
）

労ぞ 2000年(平成１２年）７月

一
九
九
七
年
に
寺
院
教
会
に
関
す
る
「
臨
時
措
置
条
例
」
が
施
行
さ
れ
て
か
ら
の
二
年

間
、
「
第
三
章
坊
守
」
に
つ
い
て
、
広
く
寺
院
教
会
の
在
り
方
を
含
め
、
学
習
・
論
議
が
な

さ
れ
、
坊
守
会
連
盟
・
教
区
坊
守
会
・
教
区
検
討
委
員
会
な
ど
か
ら
多
種
多
様
の
要
望
書
．

意
見
書
が
提
出
さ
れ
、
宗
務
当
局
で
そ
の
要
望
内
容
と
問
題
点
が
ま
と
め
ら
れ
た
。

集
約
さ
れ
た
要
望
内
容
は
、
次
の
二
点
に
収
ま
る
。

①
論
議
の
た
め
に
臨
時
措
置
条
例
の
遵
由
効
力
期
限
の
延
長
を
願
う
。

②
「
坊
守
」
を
存
続
さ
せ
る
と
と
も
に
、
一
定
の
資
格
条
件
を
つ
け
て
「
役
職
」
と
し
て

位
歴
づ
け
、
宗
政
参
加
へ
の
門
戸
を
広
げ
る
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
問
題
点
と
し
て
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
女
性
の
宗
政
参
加
の
問
題
と
「
坊
守
」
の
位
置
づ
け
の
問
題
が
混
在
し
て
考
え
ら
れ

て
い
る
。

②
論
議
が
女
性
や
「
坊
守
」
の
問
題
の
み
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

③
男
性
の
意
見
が
見
え
て
こ
な
い
。

以
上
の
要
望
内
容
と
問
題
点
が
挙
げ
ら
れ
た
背
景
に
は
、
ま
さ
し
く
長
年
に
わ
た
る
男

性
中
心
の
宗
門
の
中
で
培
わ
れ
て
き
た
「
古
い
宗
門
体
質
」
を
克
服
で
き
な
い
宗
門
や
寺
院

の
現
状
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

前
文

本
審
議
会
は
、
一
九
九
九
年
八
月
一
一
一
十
日
付
設
置
さ
れ
、
宗
務
総
長
よ
り
「
寺
院
教
会

条
例
の
施
行
に
関
す
る
臨
時
措
腫
条
例
」
の
改
正
趣
旨
に
基
づ
く
、
「
寺
院
教
会
条
例
」
に

お
け
る
「
坊
守
」
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
を
諮
問
事
項
と
し
、
男
女
各
十
名
の
委
員
で
構

成
す
る
「
坊
守
の
規
定
に
関
す
る
委
員
会
」
と
し
て
発
足
し
た
。

d画【

f，､，

大
谷
派
宗
門
に
お
い
て
は
、
制
度
、
機
構
、
教
学
、
教
化
の
多
面
に
わ
た
っ
て
、
男
性

を
中
心
と
す
る
長
い
歴
史
を
持
ち
、
そ
れ
は
、
女
性
に
対
す
る
差
別
を
生
み
出
し
、
温
存

真
宗
大
谷
派
は
、
宗
祖
親
驚
聖
人
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
浄
土
真
宗
を
立
脚
地
と
す
る
。

そ
の
宗
門
存
立
の
本
義
は
、
ど
こ
ま
で
も
同
朋
社
会
の
顕
現
に
あ
る
。
こ
の
願
い
を
実
現

す
る
に
は
、
現
宗
門
の
在
り
方
と
共
に
、
宗
門
人
一
人
ひ
と
り
の
姿
勢
が
問
わ
れ
て
こ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
九
六
二
年
、
宗
祖
親
驚
聖
人
七
百
回
御
遠
忌
を
機
に
、
宗
祖
へ
の
深
い
漸
塊
か
ら
「
家

の
宗
教
か
ら
個
の
自
覚
へ
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
も
っ
て
真
宗
同
朋
会
運
動
が
創
始
さ
れ
た
。

ま
た
、
そ
の
後
、
根
底
を
揺
る
が
す
教
団
問
題
の
中
か
ら
、
一
九
八
一
年
、
同
朋
社
会
の

顕
現
、
帰
依
処
「
真
宗
本
廟
」
へ
の
奉
仕
、
同
朋
公
議
を
骨
子
と
す
る
「
新
宗
憲
」
が
公

布
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
蓮
如
上
人
五
百
回
御
遠
忌
を
契
機
に
個
の
自
覚
が
開
く
世
界
を
「
バ
ラ
バ
ラ

で
い
っ
し
ょ
ｌ
差
異
を
み
と
め
る
世
界
の
発
見
」
と
課
題
化
し
て
、
発
信
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
蓮
如
上
人
五
百
回
御
遠
忌
を
「
漸
塊
の
御
遠
忌
」
と
し
て
示
さ
れ
た

言
葉
に
、
宗
門
の
一
人
ひ
と
り
が
、
重
く
受
け
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
現
実
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
宗
祖
か
ら
「
同
朋
よ
」
と
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
真
宗
門
徒
で
あ
る

「
と
も
同
行
」
と
し
て
の
一
人
ひ
と
り
の
関
係
に
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
、
ま
た
、
寺

院
教
会
が
本
願
念
仏
の
正
信
に
立
ち
、
同
朋
社
会
の
形
成
を
願
う
念
仏
者
を
生
み
出
す
聞

法
道
場
と
し
て
、
社
会
に
開
か
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

本
審
議
会
へ
の
諮
問
事
項
は
、
あ
く
ま
で
も
坊
守
の
規
定
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、

単
に
女
性
の
地
位
向
上
や
世
間
に
な
ら
う
法
的
な
制
度
の
整
備
だ
け
で
は
な
く
、
女
性
の

宗
門
活
動
に
お
け
る
差
別
の
現
実
と
、
そ
の
こ
と
を
と
お
し
て
教
法
を
聞
思
し
て
い
く
こ

と
の
姿
勢
が
改
め
て
問
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
受
け
止
め
、
同
朋
の
内
実
を
僧
俗
は
い
う

に
お
よ
ば
ず
、
男
女
の
視
点
か
ら
と
ら
え
直
す
こ
と
を
主
眼
と
し
て
審
議
検
討
し
た
。

な
お
、
審
議
の
過
程
で
、
委
員
の
中
か
ら
、
寺
に
身
を
通
く
者
に
対
し
て
、
充
分
そ
の

職
務
（
仏
祖
崇
敬
・
教
法
宣
布
）
を
果
た
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
が
な

さ
れ
、
あ
ら
た
め
て
僧
侶
中
心
の
宗
門
体
質
を
問
わ
ず
に
お
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
付
記
し

て
お
き
た
い
。

こ
こ
に
、
本
審
議
会
で
取
り
上
げ
た
問
題
の
所
在
を
確
認
し
、
本
審
議
会
が
設
置
さ
れ

る
ま
で
の
経
緯
を
概
観
す
る
。

岬
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